
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田町地域防災計画 

新旧対照表 

 

 

 
令和６年２月 

 



 



山田町地域防災計画（第１編 総則編）新旧対照表 

- 1 - 

 

頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 
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第３章 町土の概要 

第４節 気 候 

本町の沖合は､寒流系の親潮と暖流系の黒潮が混交する海域であり､本町の気候も海流の影響を受け､一般的には暖

冬涼夏で過ごしやすい｡ 

 

年間の気候状況（過去５年分） 

区 分 単位 H29年 H30年 R1年 R2年 R3年 平均 

平均気温 ℃ 11.0 11.6 11.7 11.8 12.0 11.62 

年間降水量 ㎜ 1,547.5 1,440.0 1,596.0 1,918.0 1,643.5 1,629  

最大日降水量 ㎜ 150.5 104.5 177.5 135.5 166.5 146.9 

降水日数(10mm以上) 日 42 43 36 46 40 41.4 

日照時間 時間 1,885.4 1,894.3 2028.7 1650.9 1747.1 1,841.28 

平均風速 ｍ 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.94 

(資料：盛岡地方気象台) 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 町土の概要 

第４節 気 候 

本町の沖合は､寒流系の親潮と暖流系の黒潮が混交する海域であり､本町の気候も海流の影響を受け､一般的には暖

冬涼夏で過ごしやすい｡ 

 

年間の気候状況（平年値・直近２か年） 

要素 
降水量 

（ｍｍ） 

平均気温 

（℃） 

日最高気温 

（℃） 

日最低気温 

（℃） 

平均風速 

（ｍ/ｓ） 

日照時間 

（時間） 

平年値（1991～2020年） 1,527.1 10.9 16.2 6.3 1.5 2,030.4 

2021年（令和３年） 1,643.5 12.0 17.3 7.4 0.8 1,747.1 

2022年（令和４年） 1,354.0 11.7 17.1 7.1 0.8 2,034.5 

※「2021年（令和３年）日照時間」は、資料不足値による。 

(資料：盛岡地方気象台) 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正

（気象台か

らの助言に

よる修正） 
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頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 
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11 

 

 

第４章 地震、津波の想定 

第 1節 基本的な考え方 

2011年（平成 23年）３月 11日の東北地方太平洋沖地震の被害の多くは、従前の被害想定をはるかに超える結果

となったところであり、このことを踏まえ、その要因の調査分析並びに新たな被害想定の実施及びそれに基づく減災

目標の策定を進める。 

当面の防災対策については、地震、津波の規模が想定よりも大きい可能性も十分に視野に入れて、2011 年（平成

23年）３月 11日の東北地方太平洋沖地震並びに過去の最大クラスの海溝型の地震及び津波を想定する。 

また、強い揺れを伴わないいわゆる津波地震（※）や遠地津波（※）、火山噴火等による潮位変化（※）に関して

は、町民が避難の意識を喚起しない状態で突然津波が押し寄せることのないよう、津波地震、遠地津波及び火山噴火

等による潮位変化を想定した避難指示の発令体制などの避難に関する対策も検討する。 

 

※［略］ 

※［略］ 

※［略］ 

 

第２節 想定する地震の考え方 

本町に影響を及ぼすおそれのある地震として、2011年（平成 23年）３月11日の東北地方太平洋沖地震及び過去に発

生した最大クラスの地震、岩手県が行った平成 15～16年度「地震・津波シミュレーション及び被害想定調査」のう

ち本町に大きな被害を及ぼす地震を想定する。 

 

第３節 想定する津波の考え方 

 

津波対策を構築するに当たっては、基本的に次の２つのレベルの津波を想定する。 

１ 発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波 

２ 最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの、大きな被害をもたらす津波 

 

第４章 地震、津波の想定 

第 1節 基本的な考え方 

2011年（平成 23年）３月 11日の東北地方太平洋沖地震の被害の多くは、従前の被害想定をはるかに超える結果

となったところであり、その要因の調査分析を踏まえ、県は令和３～４年度に津波防災地域づくりに関する法律に基

づき最大クラスの津波を対象とした津波浸水想定の設定を行うとともに、最大クラスの地震・津波を対象とした新た

な被害想定を実施した。 

今後の防災対策については、地震、津波の規模が想定よりも大きい可能性も十分に視野に入れて、日本海溝・千島

海溝沿いの地震及び津波並びに過去の最大クラスの海溝型の地震及び津波を想定する。 

また、強い揺れを伴わないいわゆる津波地震（※）や遠地津波（※）、火山噴火等による潮位変化（※）に関して

は、町民が避難の意識を喚起しない状態で突然津波が押し寄せることのないよう、津波地震、遠地津波及び火山噴火

等による潮位変化を想定した避難指示の発令体制などの避難に関する対策も検討する。 

※［略］ 

※［略］ 

※［略］ 

 

第２節 想定する地震の考え方 

本町に影響を及ぼすおそれのある地震として、日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの地震及び 2011 年（平成 23

年）３月 11 日の東北地方太平洋沖地震を含む過去に発生した最大クラスの地震、岩手県が行った令和３～４年度「地

震・津波被害想定調査」のうち本町に大きな被害を及ぼす地震を想定する。 

 

第３節 想定する津波の考え方 

 

津波対策を構築するに当たっては、基本的に次の２つのレベルの津波を想定する。 

１ 発生頻度は極めて低いものの、甚大な被害をもたらす最大クラスの津波（Ｌ２津波） 

２ 最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの、大きな被害をもたらす津波（Ｌ１津波） 

 

 

 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正 

 

 

 

 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正 

 

 

 

 



山田町地域防災計画（第２編 震災・津波対策編）新旧対照表 

- 3 - 

 

頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 震災予防計画 

第１節 防災知識普及計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 防災知識の普及 

【総務課、学校教育課、消防防災課】 

１ 防災知識普及計画の作成 

［略］ 

２ 職員に対する防災教育 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施するため、津波対策にデジタル技術を

活用するよう努めるものとする。 

 

３ 町民に対する防災知識の普及 

(1) ～(6) ［略］ 

(7) 津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施するため、津波対策にデジタル技術を

活用するよう努めるものとする。 

 

４ 児童、生徒等に対する教育 

(1) ～(3) ［略］ 

(4) 津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施するため、津波対策にデジタル技術を

活用するよう努めるものとする。 

 

［略］ 

 

第３節 防災訓練計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 実施要領 

【総務課、消防防災課】 
１ 実施方法 

(1) ～(3) ［略］ 

(4) 実施する主な個別訓練項目は、次のとおりである。 

① 通信情報連絡訓練 

② 職員非常招集訓練 

③ 自衛隊災害派遣要請訓練 

④ ［略］ 

⑤ 消防訓練 

⑥ 地震・津波対策訓練 

⑦ 水防訓練 

⑧ 救出・救助訓練 

⑨ 医療救護訓練 

⑩ 施設復旧訓練 

⑪ 流出油等対策訓練 

第１章 震災予防計画 

第１節 防災知識普及計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 防災知識の普及 

【総務課、学校教育課、消防防災課】 

１ 防災知識普及計画の作成 

［略］ 

２ 職員に対する防災教育 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) 津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施するため、津波対策にデジタル技術

（ハザードマップのレイヤー化、ＧＩＳ（Geographic Information Systemの略称、地理情報システム）化等）

を活用するよう努めるものとする。 

３ 町民に対する防災知識の普及 

(1) ～(6) ［略］ 

(7) 津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施するため、津波対策にデジタル技術

（ハザードマップのレイヤー化、ＧＩＳ（Geographic Information Systemの略称、地理情報システム）化等）

を活用するよう努めるものとする。 

４ 児童、生徒等に対する教育 

(1) ～(3) ［略］ 

(4) 津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的に実施するため、津波対策にデジタル技術

（ハザードマップのレイヤー化、ＧＩＳ（Geographic Information Systemの略称、地理情報システム）化等）

を活用するよう努めるものとする。 

［略］ 

 

第３節 防災訓練計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 実施要領 

【総務課、消防防災課】 
１ 実施方法 

(1) ～(3) ［略］ 

(4) 地震、津波、風水害等の想定に基づき実施する主な個別訓練項目は、次のとおりである。 

① 災害対策本部設置・運営訓練 

② 通信情報連絡訓練 

③ 職員非常招集訓練 

④ ［略］ 

⑤ 避難所開設・運営訓練 

⑥ 救出・救助訓練 

⑦ 医療救護訓練 

⑧ 消防訓練 

⑨ 水防訓練 

⑩ 自衛隊災害派遣要請訓練 

⑪ 要配慮者を対象とした訓練 
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⑫ 緊急物資輸送訓練 

⑬ 交通規制訓練 

⑭ 林野火災防ぎょ訓練 

⑮ 避難所運営訓練 

⑯ ［略］ 

 

２ 実施に当たって留意すべき事項 

町は、訓練の企画、実施に当たっては、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるとともに、最も早い津波の

到達予想時間や最大クラスの津波の高さを踏まえた具体的かつ実践的な訓練を行うなど、地震・津波発生時の対応

行動の習熟を図るよう努め、次の事項に留意する。 

(1) 主要防災関係機関の参加 

防災関係機関の緊密な協力体制を確立するため、管内外の主要防災関係機関の参加を得て各種訓練を実施す

る。特に、災害時における自衛隊との連携強化を図るため、自衛隊の参加を得て、自衛隊災害派遣要請訓練及び

災害派遣時に行う救援活動に係る各種の訓練を実施する。 

(2) 地域住民の参加促進 

訓練の実施に当たっては、自主防災組織、ＮＰＯ・ボランティア等、民間企業、非常通信協議会、水防協力団

体等各種団体に訓練への参加を呼びかけ、また、地域住民主体による訓練の促進、自主防災組織の結成及び育成

を図るため、地域住民の積極的な参加を得て各種の訓練を実施する。 

(3) 広域的な訓練の実施 

広域応援体制の確立を図るため、近隣の消防機関をはじめとする防災関係機関に広く参加を呼びかけ、広域応

援協定等に基づく広域応援要請訓練及びこれに基づく各種の訓練を実施する。 

 

 

 

(4) 教育機関等における訓練の実施 

児童・生徒に対する防災教育の観点から、幼稚園、保育園、小中学校及び高等学校の参加を得て各種の訓練を

実施する。 

(5) 要配慮者を対象とした訓練の実施 

医療施設、要配慮者利用施設等における入居者の避難、誘導など要配慮者を対象とした訓練を地域の自治会、

自主防災組織、消防団、要配慮者を含めた地域住民等の地域に関係する多様な主体等と連携して実施する。 

(6) 地域の実情を踏まえた災害想定 

訓練の実施に当たっては、地域のおかれている地勢的な条件や過去の災害履歴等を考慮し、より実際的な災害

想定を行う。 

(7) 各種訓練の有機的な連携 

有事の際の実際的な対応を想定し、関係機関が合同しての訓練、あるいは各訓練が有機的に連携した訓練を実

施する。 

(8) 訓練災害対策本部等の設置 

訓練災害対策本部及び各支部を設置し、当該本部が中心となって通信情報連絡訓練、職員非常招集訓練等を実

施する。 

(9) 所有資機材等の活用 

訓練の実施に当たっては、自己の所有する専用車両、資機材を有効に活用する。 

(10)避難所開設・運営訓練の実施 

新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配

慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施する。 

 

第４節 通信確保計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 通信施設・設備の整備等 

【総務課】 
１・２ ［略］ 

⑫ 施設復旧訓練 

⑬ 緊急物資輸送訓練 

⑭ 交通規制訓練 

⑮ 林野火災防ぎょ訓練 

⑯ ［略］ 

 

２ 実施に当たって留意すべき事項 

町は、訓練の企画、実施に当たっては、次の事項に留意する。 

 

 

(1) 地域の実情を踏まえた災害想定 

訓練の実施に当たっては、ハザードマップや被災想定を活用するなど、地域のおかれている地勢的な条件や

過去の災害履歴等を考慮し、より実際的な災害想定を行う。 

 

(2) 広域的な訓練の実施 

広域応援体制の確立を図るため、近隣の消防機関をはじめとする防災関係機関に広く参加を呼びかけ、広域

応援協定等に基づく広域応援要請訓練及びこれに基づく各種の訓練を実施する。 

 

(3) 地域住民、教育機関等の参加促進 

訓練の実施に当たっては、自主防災組織、ＮＰＯ・ボランティア等、民間企業、非常通信協議会、水防協力

団体等各種団体に訓練への参加を呼びかけ、また、地域住民主体による訓練の促進、自主防災組織の結成及び

育成を図るため、地域住民の積極的な参加を得て訓練を実施する。 

また、児童・生徒の参加は防災意識・教育上の地域への普及の核心となることから、管内の幼稚園、保育所、

小中学校、高等学校等の参加を得る。 

(4) 主要防災関係機関の参加 

防災関係機関の緊密な協力体制を確立するため、管内外の主要防災関係機関の参加を得て各種訓練を実施す

ること。 

(5) 各種訓練の有機的な連携 

有事の際の実際的な対応を想定し、関係機関が自己の所有する専用車両、資機材を有効に活用し合同、ある

いは各訓練が有機的に連携した訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 通信確保計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 通信施設・設備の整備等 

【総務課】 
１・２ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正（県計画

の表記と

統一） 

県地域防

災計画の

修正に伴

う修正 
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22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［３ その他の通信施設の整備 

町は、災害時における通信の多重化を図るため、携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移動通信、公共安

全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、業務用移動通信を配備するとともに、アマチュア無線を活用できるようアマチュア無

線局との連携を進めるとともに通信運用マニュアルの作成に努める。 

また、衛星FAX（VSATシステム）についても、県と連携しながら、機器の更新を進める。 

防災関係機関は、気象予報・警報の伝達、災害情報収集等のため、内部及び相互間の通信施設・設備の整備を図

るとともに、その運用体制等の整備に努める。 

なお、災害時における円滑な情報収集及び連絡を実施するため、専用通信施設（災害優先電話を含む。）、コンピ

ュータ等に係る非常電源設備の整備とその燃料の備蓄及び通信手段の複線化、耐震化及び耐浪化に努める。 

［略］ 

 

第５節 避難対策計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整備等 

【総務課、長寿福祉課、健康子ども課】 
１ 指定緊急避難場所及び指定避難所等の整備 

［略］ 

指定緊急 

避難場所 

(1) ［略］ 

(2) 崖崩れ、津波、浸水等の危険のない場所及び付近に多量の危険物が蓄積さ

れていない場所であること。 

(3) ［略］ 

(4) 避難者１人当たりの必要面積をおおむね２㎡以上（新型コロナウイルス感

染症に対応する場合、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営

ガイドライン等を参考に設定）とし、対象避難地区すべての町民（昼間人口
を考慮する）を受入れることができる場所であること。 

(5) ～(8) ［略］ 

指定避難所 ［略］ 

［略］ 

第３ 避難計画の策定 

【総務課、長寿福祉課、健康子ども課、学校教育課】 
１ 避難計画 

(1) ［略］ 

(2) ～(5) ［略］ 

(6) 町は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川等及び水位周知下水道については、水位情

報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難指示等の発令基準を設定するものとす

る。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断

したものについては、同様に具体的な避難指示等の発令基準を策定することとする。また、安全な場所にいる人

まで指定緊急避難場所等へ避難した場合，混雑や交通渋滞が発生するおそれ等があることから，災害リスクのあ

る区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、必要に応じて見直すよう努めるものとする。 

町は、これらの基準及び対象区域の設定及び見直しについて、国土交通省、気象庁又は県から、必要な助言

等を求めることができる。 

(7) ～(12) ［略］ 

２ ハザードマップ 

［略］ 

３ 津波避難計画 

(1) 町は、指定緊急避難場所等として指定する施設の管理者その他関係機関等と協議のうえ、「岩手県津波避難計

画策定指針（平成16年５月）」等に基づき、次の事項を内容とした津波避難計画等を策定する。 

 

 

３ その他の通信施設の整備 

町は、災害時における通信の多重化を図るため、携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移動通信、公共

安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴＥ）、業務用移動通信を配備するとともに、アマチュア無線を活用できるようアマチュア

無線局との連携を進めるとともに通信運用マニュアルの作成に努める。 

また、衛星FAX（VSATシステム）についても、県と連携しながら、機器の更新を進める。 

防災関係機関は、気象予報・警報等の伝達、災害情報収集等のため、内部及び相互間の通信施設・設備の整備

を図るとともに、その運用体制等の整備に努める。 

なお、災害時における円滑な情報収集及び連絡を実施するため、専用通信施設（災害優先電話を含む。）、コン

ピュータ等に係る非常電源設備の整備とその燃料の備蓄及び通信手段の複線化、耐震化及び耐浪化に努める。 

［略］ 

 

第５節 避難対策計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整備等 

【総務課、長寿福祉課、健康子ども課】 
１ 指定緊急避難場所及び指定避難所等の整備 

［略］ 

指定緊急 

避難場所 

(1) ［略］ 

(2) がけ崩れ、津波、浸水等の危険のない場所及び付近に多量の危険物が蓄積

されていない場所であること。 

(3) ［略］ 

(4) 避難者１人当たりの必要面積をおおむね２㎡以上（感染症に対応する場

合、国及び県が作成しているガイドライン等を参考に設定）とし、対象避難

地区すべての町民（昼間人口を考慮する）を受入れることができる場所であ
ること。 

(5) ～(8) ［略］ 

指定避難所 ［略］ 

［略］ 

第３ 避難計画の策定 

【総務課、長寿福祉課、健康子ども課、学校教育課】 
１ 避難計画 

(1) ［略］ 

(2) ～(5) ［略］ 

(6) 町は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、水位周知河川等については、水位情報、堤防等の施設に

係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難指示等の発令基準を設定するものとする。それら以外の

河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについ

ては、同様に具体的な避難指示等の発令基準を策定することとする。また、安全な場所にいる人まで指定緊急

避難場所等へ避難した場合，混雑や交通渋滞が発生するおそれ等があることから，災害リスクのある区域に絞

って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、必要に応じて見直すよう努めるものとする。 

 

町は、これらの基準及び対象区域の設定及び見直しについて、国土交通省、気象庁又は県から、必要な助

言等を求めることができる。 

(7) ～(12) ［略］ 

２ ハザードマップ 

［略］ 

３ 津波避難計画 

(1) 町は、指定緊急避難場所等として指定する施設の管理者その他関係機関等と協議のうえ、県の津波浸水想定

の設定を踏まえ、「岩手県津波避難計画策定指針（平成 16年５月）」に基づき、次の事項を内容とした津波避難

計画等を策定する。 

 

所要の修

正（表記の

適正化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正（表記の

適正化） 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正に伴

う修正 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 津波浸水予想地域（当該予想地域の設定に際しては、予想を超える可能性があることに留意し、町民の避難

を軸とした避難計画とするよう配慮する。） 

②・③［略］ 

④ 避難場所、避難路等の指定・設定（特に、周囲に高台等がない地域では、堅固な高層建物の中・高層階や人

工構造物を避難場所に利用するいわゆる津波避難ビル等の整備・指定も考慮する。） 

⑤ ［略］ 

⑥ 津波警報等の収集・伝達 

⑦ 避難指示の発令 

⑧ 津波防災教育・啓発 

⑨ 津波避難訓練の実施 

⑩ その他の留意点 

 

(2) 町は、津波避難計画を策定する場合においては、次の事項に留意するものとする。 

① ［略］ 

② 東日本大震災による津波やその他の過去に発生した最大クラスの津波を想定した津波対策を構築するこ

と。 

 

［略］ 

 

第６節 災害医療体制整備計画 

第１ 基本方針 

(1) ・(2) ［略］ 

(3) 町は、災害時を想定した情報の連携、整理及び分析等の保健医療活動の総合調整の実施体制の整備に努めるも

のとする。 

［略］ 

 

第７節 要配慮者の安全確保計画 

第１ 基本方針  

 

町は、防災関係機関、要配慮者関係団体、介護保険事業者、在宅医療提供者、要配慮者利用施設等及び地域住民等

と協働して、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児及び妊産婦等の要配慮者の安全確保を図るため、災害時の情報収集・

伝達及び避難誘導等の体制づくりを支援する。 

特に、避難指示等の判断・伝達マニュアル及び避難行動要支援者避難支援計画等を策定するとともに、実際に避

難訓練等を行うなど、国、県等の防災関係機関、介護保険事業者、在宅医療提供者、社会福祉施設設置者等及び地

域住民等の協力を得ながら地域社会全体で要配慮者の安全確保を図る体制づくりを進める。 

 

第２ 実施要領 

【長寿福祉課、総務課】 

１ 避難行動要支援者実態把握 

(1) 町は、平常時から避難行動要支援者に関する情報（住居、情報伝達体制、必要な支援内容等）を収集し、避難

行動要支援者名簿を整備の上、関係機関と共有するとともに、一人ひとりの避難行動要支援者に対して複数の避

難支援者を定める等、避難支援プランを策定する。 

(2) ～(4) ［略］ 

２ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成、更新及び情報共有 

町は、要配慮者のうち、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難の支援、安否の確認、その他の避難

行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。) を実施する

ための基礎とする名簿（以下「避難行動要支援者名簿」という。) を作成し、防災担当課や福祉担当課など関係

課の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携して、

名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努める。 

 

また、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の情報については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザード

マップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新する

① 津波浸水予想地域の設定 

 

②・③［略］ 

④ 避難場所等、避難路等の指定・設定（特に、周囲に高台等がない地域では、堅固な高層建物の中・高層階

や人工構造物を避難場所に利用するいわゆる津波避難ビル等の整備・指定も考慮する。） 

⑤ ［略］ 

⑥ 避難誘導等に従事する者の安全の確保 

⑦ 津波警報等の収集・伝達 

⑧ 避難指示の発令 

⑨ 津波防災教育・啓発 

⑩ 津波避難訓練の実施 

⑪ その他の留意点 

(2) 町は、津波避難計画を策定する場合においては、次の事項に留意するものとする。 

① ［略］ 

② 津波防災地域づくりに関する法律に基づき、日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの断層モデルに加え、

過去に発生した最大クラスの津波を対象として、県が令和３年度に実施した津波浸水想定の設定を踏まえた津

波対策を構築すること。 

［略］ 

 

第６節 災害医療体制整備計画 

第１ 基本方針 

(1) ・(2) ［略］ 

(3) 町は、災害時を想定した情報の連携、整理及び分析等の保健医療福祉活動の総合調整の実施体制の整備に努

めるものとする。 

［略］ 

 

第７節 要配慮者の安全確保計画 

第１ 基本方針  

 

町は、防災関係機関、要配慮者関係団体、介護保険事業者、在宅医療提供者、要配慮者利用施設等及び地域住民

等と協働して、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児及び妊産婦等の要配慮者の安全確保を図るため、災害時の情報

収集・伝達及び避難誘導等の体制づくりを進める。 

特に、要配慮者施設等への情報が確実に伝達されるよう、情報共有の仕組みと情報伝達体制を定めるとともに

個別避難計画の作成に努める。また、実際に避難訓練等を行うなど、国、県等の防災関係機関、介護保険事業

者、在宅医療提供者、社会福祉施設設置者等及び地域住民等の協力を得ながら地域社会全体で要配慮者の安全確

保を図る体制づくりを進める。 

第２ 実施要領 

【長寿福祉課、総務課】 

１ 避難行動要支援者実態把握 

(1) 町は、避難行動要支援者に関する情報（住居、情報伝達体制、必要な支援内容等）を平常時から収集し、避

難行動要支援者名簿を整備の上、関係機関と共有するとともに、一人ひとりの避難行動要支援者に対して複数

の避難支援等関係者を定める等、避難支援プランを策定する。 

(2) ～(4) ［略］ 

２ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成、更新及び情報共有 

町は、要配慮者のうち、避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難の支援、安否の確認、その他の避

難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。) を実施す

るための基礎とする名簿（以下「避難行動要支援者名簿」という。) を作成し、防災担当課や福祉担当課など

関係課の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係

者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努め

る。この場合、例えば積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意するものとする。 

また、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の情報については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザー

ドマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新

う修正 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴

う修正 

 

 

 

 

 

防災基本

計画の修

正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

表記の適

正化 

県地域防

災計画の

修正に伴

う修正 

 

 

所要の修

正 

県地域防

災計画の

修正に伴

う修正 

 

 

防災基本

計画の修

正に伴う

修正 
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36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、名簿及び計画の活用に支障が生じないよう、名簿及び

計画情報の適切な管理に努める。 

 

 

(1) ～(3) ［略］ 

３・４ ［略］ 

５ 災害情報等の伝達体制の整備 

(1) ～(5) ［略］ 

［追加］ 

６～９ ［略］ 

１０ 外国人の安全確保対策について 

(1) ～(3) ［略］ 

(4) 情報の提供 

① ［略］ 

② 町は、災害時に避難所等において、災害時多言語支援情報コーディネーターを活用し、効果的な情報収集

（外国人被災者の状況、ニーズ把握）、情報提供（災害情報、外国人被災者のニーズとのマッチング）を行う

よう努める。 

(5) ・(6) ［略］ 

［追加］ 

 

第８節 食料・生活必需品等の備蓄計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 備蓄計画等 

【総務課】 
１ 備蓄の類型 

［略］ 

２ 備蓄目標 

食料や指定避難所における必要物資の備蓄は、東日本大震災時の避難者数の実態等を踏まえて進める。 

備蓄目標の基準となる想定避難者数は5,000人程度とし、食料及び飲料水の備蓄は３日分の 45,000食分を町・

家庭・自主防災組織等で協力して行う方針として供給できる量を確保することを目標とする。 

また、指定避難所における必要物資としては、毛布を１人１枚供給できる枚数を確保することを目標とし、停電

時における電力確保対策としては、発動発電機を各指定避難所に配備できるだけの数量を備蓄することを目標と

する。 

 

３ 備蓄計画 

［略］ 

(1) ～(3) ［略］ 

(4) 備蓄を行う物資の品目は、毛布、ストーブ、発動発電機、カセットコンロ、懐中電灯、ラジオ、電池、ロウソ

ク、マスク、消毒液等の全ての避難者に共通して必要となる物資に加え、性別、性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）

のニーズの違いや要配慮者及び女性、食物アレルギーを有する者、外国人等の多様なニーズに配慮した物資等の

備蓄を計画的に進めるものとする。 

(5) ［略］ 

(6) 災害発生時において、食料等の物資を効率的に配分するため、次の施設を備蓄拠点として整備する。 

災害備蓄倉庫（田名部、道の駅やまだ（船越））、旧山田高校体育館、各支部倉庫 

 

 

 

 

 

 

するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、名簿及び計画の活用に支障が生じないよう、名

簿及び計画情報の適切な管理に努める。 

町は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等にデジタ

ル技術を活用するよう積極的に検討する。 

(1) ～(3) ［略］ 

３・４ ［略］ 

５ 災害情報等の伝達体制の整備 

(1) ～(5) ［略］ 

(6) 町は、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとする。 

６～９ ［略］ 

１０ 外国人の安全確保対策について 

(1) ～(3) ［略］ 

(4) 情報の提供 

① ［略］ 

② 町は、災害時に避難所等において、災害時外国人支援情報コーディネーターを活用し、効果的な情報収集

（外国人被災者の状況、ニーズ把握）、情報提供（災害情報、外国人被災者のニーズとのマッチング）を行う

よう努める。 

(5) ・(6) ［略］ 
参考資料：津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設一覧表（資料編２-１-７） 

 

第８節 食料・生活必需品等の備蓄計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 備蓄計画等 

【総務課】 
１ 備蓄の類型 

［略］ 

２ 備蓄目標 

食料や指定避難所における必要物資の備蓄は、県が実施した最大クラスの津波を対象とした津波浸水想定の設

定を踏まえて進める。 

備蓄目標の基準となる想定避難者数は 4,000人程度とし、食料及び飲料水の備蓄は３日分の 36,000食分を町・

家庭・自主防災組織等で協力して行う方針として供給できる量を確保することを目標とする。 

また、指定避難所における必要物資としては、毛布を１人１枚供給できる枚数を確保することを目標とし、停

電時における電力確保対策としては、発動発電機を各指定避難所に配備できるだけの数量を備蓄することを目標

とする。 

３ 備蓄計画 

［略］ 

(1) ～(3) ［略］ 

(4) 備蓄を行う物資の品目は、毛布、ストーブ、発動発電機、カセットコンロ、懐中電灯、ラジオ、電池、ロウ

ソク、マスク、消毒液等の全ての避難者に共通して必要となる物資に加え、性別、性的マイノリティ（ＬＧＢ

Ｔ等）のニーズの違いや要配慮者及び女性、食物アレルギーを有する者、宗教上等の理由により食事制限のあ

る者等の多様なニーズに配慮した物資等の備蓄を計画的に進めるものとする。 

(5) ［略］ 

(6) 災害発生時において、食料等の物資を効率的に配分するため、次の施設を備蓄拠点として整備する。 

災害備蓄倉庫（田名部、ふれあいパーク山田）、旧山田高校体育館、各支部倉庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画の修

正に伴う

修正 

 

 

防災基本

計画の修

正に伴う

修正 

 

 

所要の修

正（表記の

適正化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町独自の

修正（人数

の更新） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴

う修正 

所要の修

正 
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41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11節 都市防災計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 建築物の耐震性向上の促進 

【都市計画課、総務課】 
［略］ 

１・２ ［略］ 

３ 一般建築物の耐震性確保 

［略］ 

４ ［略］ 

５ 建築物の窓ガラス、外装タイル等の耐震性確保 

［略］ 

６ 既存コンクリートブロック塀の耐震性確保 

［略］ 

７～９ ［略］ 

第３ ［略］ 

第４ 津波防災を考慮した土地利用計画 

【政策企画課、都市計画課】 
町は、山田町復興計画に基づき、嵩上げや高台移転による安全な場所への住宅地の確保、防潮堤整備後も津波に

よる被害が想定される区域における建築制限の導入、漁港における緊急避難施設の整備、安全性と利便性の高い場

所での消防署・消防団施設等の整備等、津波防災を考慮した土地利用計画を推進する。 

［略］ 

 

第 13節 ライフライン施設等安全確保計画 

第１～第３ ［略］ 

第４ 上下水道施設 

【上下水道課】 
１ 水道施設 

町は、震災による上水道施設及び簡易水道施設（以下「水道施設」という。）の被害を防止し、又は軽減するた

め、施設の耐震性の向上、資機材の整備等を図る。 

［略］ 

 

第 14節 津波災害予防計画 

 

 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 海岸保全施設の整備 

【政策企画課、水産商工課、農林課、建設課、総務課】 
防潮堤については、山田町復興計画に基づいて、既往第２位の津波である明治三陸津波に耐えられる防潮堤の整

備（山田湾で 9.7m、船越湾で 12.8m の高さ）を県と協力して進める。その際、操作員の安全性向上のために、防

潮堤の門扉の数をできるだけ少なくし、操作の自動化・遠隔化、通信手段・電源等の多重化を図る。 

東日本大震災で流出した防潮林（浦の浜・小谷鳥・前須賀）の復旧・再生を県と協力して進める。 

 

第 11節 都市防災計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 建築物の耐震性向上の促進 

【都市計画課、総務課】 
［略］ 

１・２ ［略］ 

３ 一般建築物の耐震性確保（県） 

［略］ 

４ ［略］ 

５ 建築物の窓ガラス、外装タイル等の耐震性確保（県） 

［略］ 

６ 既存コンクリートブロック塀の耐震性確保（県） 

［略］ 

７～９ ［略］ 

第３ ［略］ 

第４ 津波防災を考慮した土地利用計画 

【政策企画課、都市計画課】 
町は、嵩上げや高台移転による安全な場所への住宅地の確保、津波による被害が想定される区域における建

築制限の導入、漁港における緊急避難施設の整備、安全性と利便性の高い場所での消防署・消防団施設等の整

備等、津波防災を考慮した土地利用計画を推進する。 

［略］ 

 

第 13節 ライフライン施設等安全確保計画 

第１～第３ ［略］ 

第４ 上下水道施設 

【上下水道課】 
１ 水道施設 

町は、震災による上水道施設（以下「水道施設」という。）の被害を防止し、又は軽減するため、施設の耐震性

の向上、資機材の整備等を図る。 

［略］ 

 

第 14節 津波災害予防計画 

 

 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 海岸保全施設の整備 

【政策企画課、水産商工課、農林課、建設課、総務課】 
防潮堤については、既往第２位の津波である明治三陸津波に耐えられる防潮堤の整備（山田湾で 9.7m、船越湾

で 12.8mの高さ）を県と協力して進める。その際、操作員の安全性向上のために、防潮堤の門扉の数をできるだ

け少なくし、操作の自動化・遠隔化、通信手段・電源等の多重化を図る。 

流出した防潮林の復旧・再生を県と協力して進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

所要の修

正 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町独自の

修正（簡易

水道施設

の上水道

への統合

に伴う修

正） 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

 

 



山田町地域防災計画（第２編 震災・津波対策編）新旧対照表 

- 9 - 

 

頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 海岸保全施設の管理 

[略] 

第４ 安全な居住地の整備 

【政策企画課、建設課、都市計画課】 
東日本大震災での津波により被災した市街地や集落地については、山田町復興計画に基づき、防潮堤の復旧・

整備と整合を図りつつ、さらに、町民との合意形成を図りながら具体的な復興方法を決定する。このうち、居住

地については、町民の安全性確保を最優先に、これまでのコミュニティの維持、早期の生活再建にも配慮しなが

ら、現在の場所での嵩上げや近隣への高台移転などにより安全な住環境の確保を進める。 

また、防潮堤整備後も津波による被害が想定される区域には建築制限を導入して、危険性が高い区域への居住

を抑制する。 

第５ 防災施設の整備 

【政策企画課、建設課、総務課】 
津波を含む災害の発生時において、迅速かつ効果的に応急・復旧活動を展開し、町民を災害から守るための活動

拠点・備蓄拠点として機能する防災拠点を、安全な高台に整備する。また、津波発生時、海岸部や低地部から速や

かに避難できる高台の指定緊急避難場所等を各地区に配置するとともに、地区が孤立する場合も想定して、防災設

備及び食料備蓄の充実を図る。 

これらの指定緊急避難場所等へ連絡する主要な道路に関しては、山田町復興計画に基づき、要配慮者の車での避

難等も考慮して、広幅員の避難路として整備する。 

なお、地域の特性に応じた避難施設、避難路等の整備の推進に配慮するよう努めるものとする。また、誰でも避

難路及び指定緊急避難場所等がわかるように誘導標識等の設置を進める。防潮堤の外側にある漁港における津波

避難対策として、避難タワー等の緊急避難施設の整備を県と協力して進める。 

 ［略］ 

 

15節 地盤災害予防計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 崩壊危険地の災害防止対策 

[略] 

１～４ [略] 

第３ 宅地防災対策 

【都市計画課】 
造成地に発生する災害の防止は、都市計画法の開発許可制度及び建築基準法に基づき、開発許可、建築確認等の

審査並びに当該工事に関する指導監督を行う。 

防災パトロールを強化して、違反宅地、危険宅地の発見に努め、これに対して是正措置を強力に指導し、宅地防

災対策について万全を期す。 

町は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地域マップ及び液状化のしやすさを示した液状

化ハザードマップを作成・公表するよう努めるとともに、宅地の防災対策を実施するよう努めるものとする。 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 海岸保全施設の管理 

[略] 

第４ 安全な居住地の整備 

【政策企画課、建設課、都市計画課】 
津波により被災した市街地や集落地については、防潮堤の復旧・整備と整合を図りつつ、さらに、町民との合

意形成を図りながら具体的な復興方法を決定する。このうち、居住地については、町民の安全性確保を最優先

に、これまでのコミュニティの維持、早期の生活再建にも配慮しながら、現在の場所での嵩上げや近隣への高台

移転などにより安全な住環境の確保を進める。 

また、防潮堤整備後も津波による被害が想定される区域には建築制限を導入して、危険性が高い区域への居

住を抑制する。 

第５ 防災施設の整備 

【政策企画課、建設課、総務課】 
津波を含む災害の発生時において、迅速かつ効果的に応急・復旧活動を展開し、町民を災害から守るための活

動拠点・備蓄拠点として機能する防災拠点を、安全な高台に整備する。また、津波発生時、海岸部や低地部から

速やかに避難できる高台の指定緊急避難場所等を各地区に配置するとともに、地区が孤立する場合も想定して、

防災設備及び食料備蓄の充実を図る。 

これらの指定緊急避難場所等へ連絡する主要な道路に関しては、要配慮者の車での避難等も考慮して、広幅員

の避難路として整備する。 

なお、地域の特性に応じた避難施設、避難路等の整備の推進に配慮するよう努めるものとする。また、誰でも

避難路及び指定緊急避難場所等がわかるように誘導標識等の設置を進める。防潮堤の外側にある漁港における津

波避難対策として、避難タワー等の緊急避難施設の整備を県と協力して進める。 

 ［略］ 

 

第 15節 地盤災害予防計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 崩壊危険地の災害防止対策 

[略] 

１～４ [略] 

第３ 宅地防災対策 

【都市計画課】 
県は、都市計画法の開発許可制度及び建築基準法に基づき、開発許可、建築確認等の審査並びに当該工事に関

する指導監督を行う。 

防災パトロールを強化して、違反宅地、危険宅地の発見に努め、これに対して是正措置を強力に指導し、宅地

防災対策について万全を期す。 

町は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地域マップ及び液状化のしやすさを示した液状

化ハザードマップを作成・公表するよう努めるとともに、宅地の防災対策を実施するよう努めるものとする。 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 
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62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 震災応急対策計画 

第１節 活動体制計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 町の活動体制 

[略]  

１ 災害警戒本部の設置 

[略] 

２ 災害対策本部 

[略] 

３ 支 部 

[略] 

(1) 設置基準 

[略] 

(2) 支部長等 

各支部の支部長及び副支部長並びに支部連絡員については、毎年度総務課長が指名する。 

なお、支部設置場所及び支部長代理については、次のとおりとする。 

支部名 支部設置場所 支部長代理 

山 田支部 中央コミュニティセンター － 

船 越支部 船越防災センター 船越支所長 

田の浜支部 田の浜コミュニティセンター 田の浜地区自治会 

大 浦支部 大浦漁村センター 大浦漁村づくり振興協議会 

織 笠支部 織笠コミュニティセンター 織笠地区コミュニティ推進協議会 

大 沢支部 ふるさとセンター 大沢コミュニティ推進協議会 

豊間根支部 豊間根生活改善センター 豊間根支所長 

(3) 代替施設 

土砂災害危険箇所に立地する次の支部における、大雨警報及び大雨特別警報等が発表され土砂災害発生のお

それがある場合の代替支部設置場所は、次のとおりとする。 

支部名 支部設置場所 代替支部設置場所 

山 田支部 中央コミュニティセンター 保健センター 

田の浜支部 田の浜コミュニティセンター 船越小学校 

大 浦支部 大浦漁村センター 旧大浦小学校 

大 沢支部 ふるさとセンター 旧大沢小学校 

豊間根支部 豊間根生活改善センター 豊間根小学校 

［略］ 

 

第３節 津波警報・地震情報等の伝達計画 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 津波警報等の種類及び伝達 

(1)地震動の警報及び地震情報の種類  

① 緊急地震速報（警報） 

ア 気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地域に対し、緊急地震速報

（警報）を発表する。日本放送協会（NHK）は、テレビ、ラジオを通じて町民に提供する。 

 

イ 震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報(警報)は、地震動特別警報に位置付けられる。 

第２章 震災応急対策計画 

第１節 活動体制計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 町の活動体制 

[略]  

１ 災害警戒本部の設置 

[略] 

２ 災害対策本部 

[略] 

３ 支 部 

[略] 

(1) 設置基準 

[略] 

(2) 支部長等 

各支部の支部長及び副支部長並びに支部連絡員については、毎年度総務課長が指名する。 

なお、支部設置場所及び支部長代理については、次のとおりとする。 

支部名 支部設置場所 支部長代理 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

大 浦支部 旧大浦小学校 大浦漁村づくり振興協議会 

[略] [略] [略] 

大 沢支部 大沢ふるさとセンター 大沢コミュニティ推進協議会 

[略] [略] [略] 

(3) 代替施設 

土砂災害危険箇所に立地する次の支部における、大雨警報及び大雨特別警報等が発表され土砂災害発生のお

それがある場合の代替支部設置場所は、次のとおりとする。 

支部名 支部設置場所 代替支部設置場所 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

大 浦支部 旧大浦小学校 大浦漁村センター 

[略] [略] [略] 

 

［略］ 

 

第３節 津波警報・地震情報等の伝達計画 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 津波警報等の種類及び伝達 

(1)地震動の警報及び地震情報の種類  

 ① 緊急地震速報（警報） 

ア 気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合又は長周期地震動階級３以上を予想した場合に、震度

４以上が予想される地域又は長周期地震動階級３以上を予想した地域に対し、緊急地震速報（警報）を発

表する。日本放送協会（NHK）は、テレビ、ラジオを通じて町民に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町独自の

修正（災害

想定によ

る変更並

びに名称

変更） 

 

 

 

 

 

町独自の

修正（災害

想定並び

に移転に

伴う見直

し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴
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82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ [略] 

② 地震情報の種類と内容 

種 類 発 表 基 準 内  容 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

各地の震

度に関す

る情報 

・震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震

の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、その

地点名を発表。 

 

 

 

 

[略] [略] [略] 

推計震度

分布図 
・震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、１

km四方ごとに推計した震度（震度４以上）

を図情報として発表。 

[略] [略] [略] 

長周期地

震動に関

する観測

情報 

・震度３以上 

高層ビル内での被害の発生可能性等に

ついて、地震の発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）、地域ごと及び地点ご

との長周期地震動階級等を発表（地震発生

から約20分～30分後に気象庁ホームペー

ジ上に掲載）。 

[略] [略] [略] 

③   [略] 

(2) ・(3) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 震度６弱以上又は長周期地震動階級４の揺れを予想した緊急地震速報(警報)は、地震動特別警報に位置

付けられる。 

 ウ [略] 

② 地震情報の種類と内容 

種 類 発 表 基 準 内  容 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

各地の震

度に関す

る情報 

・震度１以上 

震度１以上を観測した地点のほか、地震

の発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度

を入手していない地点がある場合は、その

地点名を発表。 

地震が多数発生した場合には、震度３以

上の地震についてのみ発表し、震度２以下

の地震については、その発生回数を「その

他の情報（地震回数に関する情報）」で発

表。 

[略] [略] [略] 

推計震度

分布図 
・震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、

250ｍ四方ごとに推計した震度（震度４以

上）を図情報として発表。 

[略] [略] [略] 

長周期地

震動に関

する観測

情報 

・震度３以上 

高層ビル内での被害の発生可能性等に

ついて、地震の発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）、地域ごと及び地点ご

との長周期地震動階級等を発表（地震発生

から約 10 分後に気象庁ホームページ上に

掲載）。 

[略] [略] [略] 

③   [略] 

(2) ・(3) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う修正 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴

う修正 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴

う修正 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴

う修正 
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89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 伝達系統 

[略] 

津波警報等伝達系統図 

 

 

 

 

(4) 伝達系統 

[略] 

津波警報等伝達系統図 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正（表記の

適正化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）　　１　※は、大津波警報、津波警報発表及び解除のみ。
　　　　　２　　　　　　線及び　　　　　線は、総合防災情報ネットワーク及び防災行政無線。
　　　　　３　二重枠で囲まれている機関は、気象業務報施行令第８条第１号の規定に基づく法定伝達先。
　　　　　４　二重線の経路（　　　　　線及び　　　　　線、　　　　　線）は、気象業務法第15条の２によって、特別警報の通知もしくは周知の措置が義
　　　　　　務付けられている伝達経路。

青森地方気象台
八戸海上保安部
（警備救難課）

各漁業用海岸局 出漁船

沿
岸
市
町
村

住
民

岩手県知事
（総合防災室）

広域振興局

関係課

関係出先機関

岩手日報社
（編集局）

消防本部

放
送

関係事務所等

岩手めんこいテレビ
（報道部）

岩手朝日テレビ
（報道制作部）

エフエム岩手
（放送部）

盛岡地方気象台

NHK
仙台放送局

アイビーシー岩手放送
（報道部）

テレビ岩手
（報道部）

気
象
庁

総務省消防庁

NHK盛岡放送局
（放送部）

陸上自衛隊岩手駐屯地
（第９特科連隊第２科）

岩手河川国道事務所
（調査第一課）

宮古海上保安署

（

発
表
機
関
）

漁業指導用
海岸局

出漁船

在港船

東北管区警察局 沿岸各警察署

交番・駐在所

三陸鉄道（株）
（運行本部）

各駅等

岩手県警察本部
（警備課・通信指令課）

釜石海上保安部
（警備救難課）

第二管区海上保安部

各漁業用海岸局

仙
台
管
区
気
象
台

※東日本電信電話（株）
又は

西日本電信電話（株）

（注）1 ※は、大津波警報、津波警報発表及び解除のみ 

2      線及び      線は、総合防災情報ネットワーク及び防災行政無線 

3 二重枠で囲まれている機関は、気象業務報施行令第８条第１号の規定に基づく法定伝達先。 

4 二重線の経路（     線及び      線、    線）は、気象業務法第15条の2によって、 

特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路。 
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90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震及び津波に関する情報伝達系統図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震及び津波に関する情報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 伝達機関等の責務 

[略] 

 

所要の修

正（表記の

適正化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（

発

表

機

関
） 

気 

象 

庁 

岩 手 県 警 察 本 部 
（警備課・通信指令課） 

消 防 本 部 

釜 石 海 上 保 安 部 
（ 警 備 救 難 課 ） 

岩 手河川国 道事務 所 
（ 調 査 第 一 課 ） 

報 道 機 関 

岩 手 日 報 社 
（ 編 集 局 ） 

岩 手 県 知 事 
（ 防 災 課 ） 関 係 課 

各 警 察 署 

関 係 事 務 所 等 

各 駅 等 

交 番 ・ 駐 在 所 

広 域 振 興 局 
関 係 
出先機関 

住 民 

市 町 村 

盛

岡

地

方

気

象

台 

放

送 

八 戸 海 上 保 安 部 
（ 警 備 救 難 課 ） 

宮古海上保安署 

陸上自衛隊岩手駐屯地 
（東北方面特科連隊第２科） 

青

森

地

方

気

象

台 

（注）-------は、総合防災情報ネットワーク及び防災行政無線 

三 陸 鉄 道 株 式 会 社 
（ 運 行 本 部 ） 
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91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 伝達機関等の責務 

[略] 

(6) 町の措置 

① 町本部長は、津波警報等を受領した場合は、直ちに、その内容を関係機関に通知するとともに、地域内の住

民、団体等に対して広報を行う。 

② ～⑤ [略]  

⑥ 津波警報等は、あらゆる伝達手段を用いて、町民等に迅速に広報を図るものとし、おおむね次の方法によ

る。 

ア 防災行政無線 

イ 電 話 

ウ 広報車 

エ サイレン及び警鐘 

オ 緊急速報メール 

カ 自主防災組織等の広報活動 

キ ソーシャルメディア 

ク Ｌアラート（災害情報共有システム） 

 

２ 異常現象発生時の通報 

(1) 異常現象発見者の通報義務 

[略] 

(2) 町本部長等の通報先 

通報を受けた町本部長等は、盛岡地方気象台及び県総合防災室に通報する。 

(3) 異常現象の種類 

[略] 

 

第５節 情報の収集・伝達計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 実施機関（責任者） 

[略] 

（町本部の担当） 

担当部 
様

式 
報告種別 報告区分 

県地方支部

(班) 
県本部 

総務部 
１ 被害発生等報告 ― 総務班 総合防災室 

２ [略] [略] [略] [略] 

財政部 ３ 庁舎等被害報告 町有施設（普通財産） 総務班 総合防災室 

[略]  [略] [略] [略] [略] 

水産商工部 

 [略] [略] [略] [略] 

９ 
高圧ガス・火薬類施設及

び鉱山関係被害報告 

高圧ガス・火薬類施設 総務班 総合防災室 

鉱山関係 福祉環境班 環境保全課 

 [略] [略] [略] [略] 

[略]  [略] [略] [略] [略] 

建設部 17 土木施設等被害報告 

河 川 土木班 河川課 

道路、橋梁 土木班 道路環境課 

海岸、港湾 土木班 港湾課 

(6) 町の措置 

① 町本部長は、津波警報等を受領又は自ら知った場合は、直ちに、その内容を関係機関に通知するとともに、

地域内の住民、団体等に対して広報を行う。 

② ～⑤ [略]  

⑥ 津波警報等は、あらゆる伝達手段を用いて、町民等に迅速に広報を図るものとし、おおむね次の方法によ

る。 

防災行政無線、電話、広報車、サイレン及び警鐘、緊急速報メール、自主防災組織等の広報活動、ソーシ

ャルメディア、Ｌアラート（災害情報共有システム）、津波フラッグ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 異常現象発生時の通報 

(1) 異常現象発見者の通報義務 

[略] 

(2) 町本部長等の通報先 

通報を受けた町本部長等は、盛岡地方気象台及び県防災課に通報する。 

(3) 異常現象の種類 

[略] 

 

第５節 情報の収集・伝達計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 実施機関（責任者） 

[略] 

（町本部の担当） 

担当部 
様

式 
報告種別 報告区分 

県地方支部

(班) 
県本部 

総務部 
１ 被害発生等報告 ― 総務班 防災課 

２ [略] [略] [略] [略] 

財政部 ３ 庁舎等被害報告 町有施設（普通財産） 総務班 防災課 

[略]  [略] [略] [略] [略] 

水産商工部 

 [略] [略] [略] [略] 

９ 
高圧ガス・火薬類施設及

び鉱山関係被害報告 

高圧ガス・火薬類施設 総務班 防災課 

鉱山関係 福祉環境班 環境保全課 

 [略] [略] [略] [略] 

[略]  [略] [略] [略] [略] 

建設部 17 土木施設等被害報告 

河 川 土木班 河川課 

道路、橋梁 土木班 道路環境課 

海岸、港湾 土木班 河川課 

 

所要の修

正（災対基

本法との

整合） 

 

所要の修

正（表記の

適正化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

所要の修

正 

 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

所要の修

正 
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頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

砂防施設 

地すべり防止施設 

急傾斜地崩壊防止施設 

公共土木施設 

土木班 砂防災害課 

[略]  [略] [略] [略] [略] 

消防防災部 ６ 消防施設被害報告 ― 総務班 総合防災室 

[略]  [略] [略] [略] [略] 

各 部 ３ 庁舎等被害報告 町有施設（行政財産） 総務班 総合防災室 

第３ 実施要領 

１～３ ［略］ 

４ 災害情報通信の確保 

(1) 災害情報通信のための電話の指定 

町及び防災関係機関は、災害時における情報連絡系統を明らかにするとともに、そのふくそうを避けるため、

災害情報通信に使用する指定有線電話を定める。 

 

※ 災害時優先電話設置場所・電話番号一覧 

設置場所 電話番号 設置場所 電話番号 設置場所 電話番号 

総務課 82-3142 織笠コミセン 82-4884 船越保育園 84-2534 

船越支所 84-3232 大浦漁村センター 84-3221 山田中学校 82-2612 

豊間根支所 86-2111 豊間根小学校 86-2412 豊間根保育園 86-2745 

織笠保育園 82-3219 山田小学校 82-9581 ふるさとセンター 82-4333 

轟木児童館 82-2715 船越小学校 84-2351   

 

 

 

[略] 

 

第７節 交通確保・輸送計画 
第１ 基本方針 

[略] 

第２ 実施機関（責任者） 
[略] 

第３ 交通確保 

１ 情報連絡体制の確立 

[略] 

２ 防災拠点の指定 

(1) [略] 

(2) 町本部長が指定する防災拠点等は、次のとおりとする。 

① [略] 

② 物資集積拠点 

中央公民館、旧山田高校体育館、災害備蓄倉庫、旧荒川小学校、道の駅やまだ（船越） 

③ [略] 

(3) 交通拠点 

庁舎、山田消防署、県立山田病院、宮古警察署山田交番、中央公民館、旧山田高校体育館、災害備蓄倉庫、町

総合運動公園、大沢漁港、山田漁港、織笠漁港、船越漁港、大浦漁港、小谷鳥漁港、県立山田高等学校グランド、

航空自衛隊山田分屯基地、豊間根小学校校庭、旧山田北小学校校庭、三陸縦貫自動車道山田IC・山田南IC・山

田北 IC 

３ 緊急輸送道路の指定 

町本部長は、緊急輸送道路を指定し、防災性の向上に努めるとともに、災害が発生した場合には、優先的に交通

の確保を図る。 

砂防施設 

地すべり防止施設 

急傾斜地崩壊防止施設 

公共土木施設 

土木班 砂防災害課 

[略]  [略] [略] [略] [略] 

消防防災部 ６ 消防施設被害報告 ― 総務班 防災課 

[略]  [略] [略] [略] [略] 

各 部 ３ 庁舎等被害報告 町有施設（行政財産） 総務班 防災課 

第３ 実施要領 

１～３ ［略］ 

４ 災害情報通信の確保 

(1) 災害情報通信のための電話の指定 

町及び防災関係機関は、災害時における情報連絡系統を明らかにするとともに、そのふくそうを避けるため、

災害情報通信に使用する指定有線電話を定める。 

 

※ 災害時優先電話設置場所・電話番号一覧 

設置場所 電話番号 設置場所 電話番号 設置場所 電話番号 

総務課 82-3142 織笠コミュニテ

ィセンター 

82-4884 船越保育園 84-2534 

船越支所 84-3232 大浦漁村センター 84-3221 山田中学校 82-2612 

豊間根支所 86-2111 豊間根小学校 86-2412 とよまねこども園 86-2745 

織笠保育園 82-3219 山田小学校 82-9581 大沢ふるさとセ

ンター 

82-4333 

織笠地区放課後児

童クラブ 

82-2715 船越小学校 84-2351   

[略] 

 

第７節 交通確保・輸送計画 
第１ 基本方針 

[略] 

第２ 実施機関（責任者） 
[略] 

第３ 交通確保 

１ 情報連絡体制の確立 

[略] 

２ 防災拠点の指定 

(1) [略] 

(2) 町本部長が指定する防災拠点等は、次のとおりとする。 

① [略] 

② 物資集積拠点 

中央公民館、旧山田高校体育館、災害備蓄倉庫、旧荒川小学校、ふれあいパーク山田 

③ [略] 

(3) 交通拠点 

庁舎、山田消防署、県立山田病院、宮古警察署山田交番、中央公民館、旧山田高校体育館、災害備蓄倉庫、

町総合運動公園、大沢漁港、山田漁港、織笠漁港、船越漁港、大浦漁港、小谷鳥漁港、県立山田高等学校グラ

ンド、航空自衛隊山田分屯基地、豊間根小学校校庭、旧山田北小学校校庭、三陸沿岸道路山田IC・山田南 IC・

山田北 IC 

３ 緊急輸送道路の指定 

町本部長は、緊急輸送道路を指定し、防災性の向上に努めるとともに、災害が発生した場合には、優先的に交

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

所要の修

正 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町独自の

修正（名称

変更） 

 

 

町独自の

修正（表記

の適正化） 
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109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急輸送道路は、次に該当する道路の中から指定する。 

(1) 他市町村と町内を結ぶ幹線道路 

(2) 防災拠点、輸送拠点及び交通拠点へのアクセス道路 

(3) 上記道路の代替道路 

防災拠点等 路線名 指定区間 

[略] [略] [略] 

道の駅やまだ（船

越） 
国道 45号 45号（船越 3-10-4）～船越6-141 

[略] [略] [略] 

４ 道路啓開等 

[略] 

５ 交通規制 

(1) ～(4) [略] 

(5) 緊急通行車両等確認証明書の交付 

① [略] 

② 緊急輸送のため車両を使用する者は、県本部長（総合防災室）又は県公安委員会（交通規制課又は警察署）

に次の事項を明らかにして、緊急通行車両確認の申し出をする。 

[略] 

③・④ [略] 

６ 災害時における車両の移動 

[略] 

第４ 緊急輸送 

１・２ [略]  

３ 海上輸送 

(1) [略]  

(2) 船舶の確保 

① 町本部長は、船舶による緊急輸送が必要と認めた場合は、東北運輸局長に対し、船舶のあっせんを要請す

る。 

 

② あっせんの要請は、次の事項を明示して、荷送港又は配船港を管轄する運輸支局次長、あるいは県本部長を

通じて行う。 

③ 町本部長は、船舶を確保するため、必要に応じて、町内漁業協同組合の長に対して、漁船のあっせんを要請

する。 

[略] 

 

第８節 消防活動計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 町本部長の措置 

[略] 

２ 消防機関の長の措置 

(1) ～(7) [略] 

(8) 消防相互応援協定 

消防相互応援を行う消防本部は、次のとおりである。 

 

消防本部名 
時間

帯別 
連絡窓口 ＮＴＴ等加入電話 地域衛星ネットワーク 

[略] [略] [略] [略] [略] 

通の確保を図る。 

緊急輸送道路は、次に該当する道路の中から指定する。 

(1) 他市町村と町内を結ぶ幹線道路 

(2) 防災拠点、輸送拠点及び交通拠点へのアクセス道路 

(3) 上記道路の代替道路 

防災拠点等 路線名 指定区間 

[略] [略] [略] 

ふれあいパーク山田 国道 45号 45号（船越 3-10-4）～船越6-141 

[略] [略] [略] 

４ 道路啓開等 

[略] 

５ 交通規制 

(1) ～(4) [略] 

(5) 緊急通行車両等確認証明書の交付 

① [略] 

② 緊急輸送のため車両を使用する者は、県本部長（防災課）又は県公安委員会（交通規制課又は警察署）に

次の事項を明らかにして、緊急通行車両確認の申し出をする。 

[略] 

③・④ [略] 

６ 災害時における車両の移動 

[略] 

第４ 緊急輸送 

１・２ [略]  

３ 海上輸送 

(1) [略]  

(2) 船舶の確保 

① 町本部長は、船舶による緊急輸送が必要と認めた場合は、東北運輸局長又は岩手運輸支局長に対し、船舶

の供給を要請する。 

② 供給の要請は、次の事項を明示して、県本部長を通じて行う。 

[略] 

③ 町本部長は、船舶を確保するため、必要に応じて、町内漁業協同組合の長に対して、漁船の供給を要請す

る。 

[略] 

 

 

第８節 消防活動計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 町本部長の措置 

[略] 

２ 消防機関の長の措置 

(1) ～(7) [略] 

(8) 消防相互応援協定 

消防相互応援を行う消防本部は、次のとおりである。 

 

消防本部名 
時間

帯別 
連絡窓口 ＮＴＴ等加入電話 地域衛星ネットワーク 

[略] [略] [略] [略] [略] 

 

 

 

 

 

 

 

町独自の

修正（名称

変更） 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴

う修正 

町独自の

修正（所要

の修正） 
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120 

 

 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮古地区広域行政組合消防

本部 

昼 消防課 
電話 0193-71-1159 

FAX 0193-62-9008 電話 003-111-22-466-1 

FAX 003-111-22-466-9 
夜 指令課 

電話 0193-77-5019 

FAX 0193-62-9008 

[略] [略] [略] [略] [略] 

[略] 

 

第 11節 自衛隊災害派遣要請計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１・２ [略] 

３ 災害派遣時に実施する救援活動  

自衛隊が災害派遣時に実施する活動等は、災害の態様、他の救難機関の活動状況、派遣要請の内容等によるが、

通常、次のとおりである。 

項  目 内  容 

町計画の該当章節 

※編の記載がない 

項目は第２編 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段により、情報収

集活動を行い被害状況の把握をする。 
第２章第５節 

避難への援助 

避難指示等が発令され、避難、立退き等が行われ

る場合で必要があるときは、避難者の誘導、輸送等

を行い、避難を援助する。 

第２章第１５節 

遭難者等の捜索

救助活動 

行方不明者、傷者等が発生した場合は、他の救援

活動に優先して、捜索救助を行う。 

第２章第１５節 

第２章第２３節 

水防活動 
堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運

搬、積込み等の水防活動を行う。 
第２章第９節 

消防活動 

火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火

用具（空中消火が必要な場合は、航空機）により、

消防機関に協力して消火に当たるが､消火薬剤等

は､通常、関係機関が提供するものを使用する。 

第２章第８節 

道路又は水路の

啓開 

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場

合は、それらの啓開又は除去に当たる。 
第２章第２２節 

応急医療・救護及

び感染病予防 

被災者に対し、応急医療､救護及び感染病予防活

動を行うが､薬剤等は､通常関係機関が提供するも

のを使用する｡ 

第２章第１６節 

第２章第２１節 

人員及び物資の

緊急輸送 

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び

救援物資の緊急輸送を実施する。この場合、航空機

による輸送は、特に緊急を要すると認められるもの

について行う。 

第２章第７節 

給食及び給水 被災者に対し、給食及び給水を実施する。 
第２章第１８節 

第２章第１９節 

救援物資の無償

貸付 

又は譲与 

「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲

与等に関する総理府令」（昭和33年総理府令第１号）

に基づき、被災者に対し、救援物資を無償貸付し、

又は譲与する。 

第２章第１７節 

危険物の保安及

び除去 

能力上可能なものについて、火薬類、爆発物等危

険物の保安措置及び除去を実施する。 
第４編第４章第２節 

その他 
その他臨機の必要に応じ、自衛隊の能力で対処可

能なものについて所要の措置をとる。 
第２章第４節 

 

宮古地区広域行政組合消防

本部 

昼 消防課 
電話 0193-71-1159 

FAX 0193-71-1251 電話 003-111-22-466-1 

FAX 003-111-22-466-9 
夜 指令課 

電話 0193-77-5019 

FAX 0193-62-9008 

[略] [略] [略] [略] [略] 

[略] 

 

第 11節 自衛隊災害派遣要請計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１・２ [略] 

３ 災害派遣時に実施する救援活動  

自衛隊が災害派遣時に実施する活動等は、災害の態様、他の救難機関の活動状況、派遣要請の内容等によるが、

通常、次のとおりである。 

項  目 内  容 

町計画の該当章節 

※編の記載がない 

項目は第２編 

被害状況の把握 
車両、航空機等状況に適した手段によって情報収

集活動を行い被害状況の把握をする。 
第２章第５節 

[略] [略] 

 

 

[略] 

遭難者等の捜索

救助活動 

行方不明者、傷者等が発生した場合は、通常、他

の救援活動に優先して、捜索救助を行う。 

第２章第１５節 

第２章第２３節 

[略] [略] 

 

[略] 

[略] [略] 

 

 

 

[略] 

[略] [略] 

 

[略] 

応急医療、救護及

び防疫 

被災者に対し、応急医療､救護及び防疫を行うが､

薬剤等は､通常関係機関が提供するものを使用す

る｡ 

第２章第１６節 

第２章第２１節 

[略] [略] 

 

 

 

[略] 

給食、給水及び入

浴支援 

被災者に対し、給食、給水及び入浴支援を実施す

る。 

第２章第１８節 

第２章第１９節 

物資の無償貸付

又は譲与 

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与

等に関する省令」（昭和33年総理府令第１号）に基

づき、被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又

は救じゅつ品を譲与する。 

第２章第１７節 

[略] [略] 

 

[略] 

その他 
その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可

能なものについて所要の措置をとる。 
第２章第４節 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修

正（防衛省

防災業務

計画の表

記と統一、

以下表中

の修正は

同様） 
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頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

 

 

 

 

 

 

 

４ 災害派遣の要請手続 

(1) 災害派遣の要請 

[略] 

（要請系統） 

町本部長  

県本部長 

(復興防災部) 

  陸上自衛隊 

岩手駐屯地司令 

（東北方面特科連隊第３

科） 

 陸上自衛隊 

第９師団長 

（第３部） 警察署長 
    

防災関係 

機関の長 

       

      海上自衛隊 

横須賀地方総監 

（第３幕僚室） 

  

 

地方支部長 
 

県本部各部課長 
     

  

        

海上保安部署長 

 
第二管区 

海上保安本部長 

    

 

 

       

  
東京 

仙台 

空港事 

務所長 

  航空自衛隊 

北部航空方面隊司令官 

（防衛部） 

  

 

[略] 

 

第 12節 防災ボランティア活動計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 実施機関（責任者） 

実 施 機 関 担 当 業 務 

町本部長 
１～６ [略] 

７ 中間支援組織との連絡調整 

県本部長 
１～４ [略] 

５ 中間支援組織との連絡調整 

[略] [略] 

その他ＮＰＯ・ボランティ

ア等（職域、職能等） 

１ 防災ボランティア活動に係る日赤岩手県支部、日赤地区等、県社

協、町社協及び中間支援組織との連絡調整 

[略]  

第３ 実施要領 

１ 防災ボランティアに対する協力要請 

[略] 

２ 防災ボランティアの受入れ 

(1) 町本部長は、社会福祉協議会、被災地入りしているＮＰＯ・ボランティア等との連携を図るとともに、中間支

援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の

構築を図り、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援活動の全体像を把握するものとする。

４ 災害派遣の要請手続 

(1) 災害派遣の要請 

[略] 

（要請系統） 

町本部長  

県本部長 

(防災課) 

  陸上自衛隊 

岩手駐屯地司令 

（東北方面特科連隊第３

科） 

 陸上自衛隊 

第９師団長 

（第３部） 警察署長 
    

防災関係 

機関の長 

       

      海上自衛隊 

横須賀地方総監 

（第３幕僚室） 

  

 

地方支部長 
 

県本部各部課長 
     

  

        

海上保安部署長 

 
第二管区 

海上保安本部長 

    

 

 

       

  
東京 

仙台 

空港事 

務所長 

  航空自衛隊 

北部航空方面隊司令官 

（防衛部） 

  

 

[略] 

 

第 12節 防災ボランティア活動計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 実施機関（責任者） 

実 施 機 関 担 当 業 務 

町本部長 
１～６ [略] 

７ 災害中間支援組織との連絡調整 

県本部長 
１～４ [略] 

５ 災害中間支援組織との連絡調整 

[略] [略] 

その他ＮＰＯ・ボランティ

ア等（職域、職能等） 

１ 防災ボランティア活動に係る日赤岩手県支部、日赤地区等、県社

協、町社協及び災害中間支援組織との連絡調整 

[略]  

第３ 実施要領 

１ 防災ボランティアに対する協力要請 

[略] 

２ 防災ボランティアの受入れ 

(1) 町本部長は、社会福祉協議会、被災地入りしているＮＰＯ・ボランティア等との連携を図るとともに、災害

中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連

携体制の構築を図り、災害の状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するな

 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画の修

正に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本

計画の修

正の伴う

修正 
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146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 

 

 

 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。これら

の取組により、連携のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアを行っている者の生活環境

について配慮する。 

[略] 

 

第 15節 避難・救出計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 実施機関（責任者） 

［略］ 

第３ 実施要領 

１～９ ［略］ 

１０住民等に対する情報等の提供体制 

(1) ～(4) [略] 

［追加］ 

 

［略］ 

 

第 16節 医療・保健計画 

第１～第１０ ［略］ 

第１１ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）について 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どし、被災者のニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するものとする。また、災害の状況及びボ

ランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。これらの取組により、連携の

とれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアを行っている者の活動環境について配慮する。 

[略] 

 

第 15節 避難・救出計画 

第１ 基本方針 

［略］ 

第２ 実施機関（責任者） 

［略］ 

第３ 実施要領 

１～９ ［略］ 

１０住民等に対する情報等の提供体制 

(1) ～(4) [略] 

(5) 町は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を

行うものとする。 

［略］ 

 

第 16節 医療・保健計画 

第１～第１０ ［略］ 

第１１ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）について 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴

う修正 
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170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療・精神医療・保健活動の情報連絡系統図 

 
［略］ 

 

 

 

 

 医療・精神医療・保健活動の情報連絡系統図 

 

 

［略］ 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地区医師会班と重複 

《県内の後方医療施設（被災地外）》 

医療・歯科医療救護班 

  

  

  

応援 
要請 

 

県災害対策本部 

県内の後方医療施

設で対応しきれな

い場合 

 

保
健
所 

応
援
協
議 

《被災地内》 

患者搬送 

保健福祉部  

日
赤
岩
手
県
支
部 

（
一
社
）
岩
手
県
医
師
会 

県
立
病
院 

日
赤
救
護
班
（
２
班
） 

県
医
師
会
班
（
88
班
）
※ 

済
生
会
班
（
２
班
） 

国
立
病
院
班
（
４
班
） 

県
立
病
院
班
（
21
班
） 

 

派
遣
要
請 

派
遣
命
令 

地
区
医
師
会
班 

市
町
村
営
病
院
班
（
８
班
） 

応援要請 

岩
手
医
大
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
６
チ
ー
ム
） 

総務部 

連
絡
調
整 

警
察
署 

医
療
部 

派遣要請 

第 ２次救 急医 療機関等 

院 

現 場 医 療 救 護 所 

基 幹 災 害 拠 点 病 院 
（被災地内にある場合） 地 域 災 害 拠 点 病 院 

《県内の後方医療施設（被災地外）》 

相互 

連携 

地域災害拠点病院 

地域災害拠点病院 

基幹災害拠点病院 

広
域
災
害
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム 

要
支
援
・
受
入
可
能
情
報 

患者搬送 

広
域
搬
送
拠
点 

（
Ｓ
Ｃ
Ｕ
） 

派遣 派遣 派遣 

派遣要請 

患者 

搬送 

派遣指令 

（
一
社
）
岩
手
県
歯
科
医
師
会 

県
歯
科
医
師
会
班 

総合 

防災室 

国
立
病
院
機
構
本
部 

岩
手
県
済
生
会 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（
岩
手
医
大
） 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（
県
立
病
院
） 

陸
・
海
・
空
自
衛
隊 

他
の
都
道
府
県 

代
表
消
防
機
関 

消
防
本
部 

市町村災害 

対策本部 

岩手ＤＭＡＴ 

地域 

福祉課 

県外災害拠点病院 県外広域搬送拠点 

県外災害拠点病院 

要
支
援
・
受
入
可
能
情
報 

公
安
部 

県
薬
剤
師
会
班 

（
一
社
）
岩
手
県
薬
剤
師
会 

 

障がい保

健福祉課 

 

健康 

国保課 

岩
手
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ 

指
定
医
療
機
関 

 

地
域
災
害
医
療 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

岩
手
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ 

出動命令 

参
集 

本
部
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

参
集 

参集 
要請 

出動 
要請 

参集 
要請 

県地方支部 

（保健医療

班） 
参
集 

医療 

政策室 

 

避 難 所 精 神 科 医 療 機 関 

地域精神科医療機関 

県外精神科医療機関 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（
盛
岡
赤
十
字
病
院
） 

盛
岡
赤
十
字
病
院
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

（
５
チ
ー
ム
） 

派遣要請 

県
立
病
院
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
30
チ
ー
ム
） 

災
害
時
小
児
周
産
期
リ
エ
ゾ
ン 

派遣命令 
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174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 

 

 

 

 

 

 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 18節 食料供給計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 食料の供与対象者 

[略] 

２ 供給食料の種類等 

(1) ～(3) [略]  

(4) 食料の支給にあたっては、乳幼児、高齢者、難病患者・透析患者・その他の慢性疾患患者、食物アレルギーを

有する者等に配慮する。 

なお、これらの食料の備蓄、輸送、配食等にあたっては、管理栄養士の活用を図ることとする。 

［略］ 

 

第 19節 給水計画 

第１～第３ [略] 

 
参考資料：指定給水装置工事業者一覧表（資料編２-２-１９①） 

参考資料：水道施設工事店一覧表（資料編２-２-１９②） 

 

第 20節 応急仮設住宅等の供与及び応急修理計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 応急仮設住宅の供与 

(1) ・(2) [略] 

(3) 建設場所の選定 

①～④ [略] 

⑤ 町では現在、次に掲げる場所を応急仮設住宅建設候補地としている。 

町民グランド 船越家族旅行村多目的広場 船越家族旅行村芝生広場 

ちびっこ公園 大浦漁村センター 関口農業担い手センター 

関口児童館 農村婦人の家グラウンド やまびこ公園 

わんぱく公園   

※状況に応じて、町立学校の校庭も候補地とする。 

(4) ～(6) [略] 

２～４ [略] 

５ 被災宅地の危険度判定 

(1) 町本部長は、被災宅地危険度判定を円滑に実施するため、次の措置を行う。 

① 町本部長が判定実施を決定したときは、災害対策本部建築住宅部が判定業務にあたる。 

② 危険度判定に係る建築住宅部は、以下の業務を行う。 

［略］ 

６ 被災建築物の応急危険度判定 

町本部長は、地震により被災した建築物による二次的災害を防止するため、被災建築物応急危険度判定士の協力

を得て、全国被災建築物応急危険度判定協議会作成「被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」に基づき、次の

措置を行う。 

(1) 町本部長が判定実施を決定したときは、災害対策本部建築住宅部が判定業務に当たる。 

(2) 危険度判定に係る建築住宅部は、以下の業務を行う。 

［略］ 
 

第 18節 食料供給計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 食料の供与対象者 

[略] 

２ 供給食料の種類等 

(1) ～(3) [略]  

(4) 食料の支給にあたっては、乳幼児、高齢者、難病患者・透析患者・その他の慢性疾患患者、食物アレルギー

を有する者、宗教上等の理由により食事制限のある者等に配慮する。 

なお、これらの食料の備蓄、輸送、配食等にあたっては、管理栄養士の活用を図ることとする。 

［略］ 

 

第 19節 給水計画 

第１～第３ [略] 

 
参考資料：指定給水装置工事業者一覧表（資料編２-２-１９） 

 

 

第 20節 応急仮設住宅等の供与及び応急修理計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 応急仮設住宅の供与 

(1) ・(2) [略] 

(3) 建設場所の選定 

①～④ [略] 

⑤ 町では現在、次に掲げる場所を応急仮設住宅建設候補地としている。 

農村婦人の家グラウンド ちびっこ公園 船越家族旅行村多目的広場 

関口農業担い手センター わんぱく公園 船越家族旅行村芝生広場 

関口児童のやかた園庭 やまびこ公園 大浦漁村センター 

※状況に応じて、町立学校の校庭も候補地とする。 

 

(4) ～(6) [略] 

２～４ [略] 

５ 被災宅地の危険度判定 

(1) 町本部長は、被災宅地危険度判定を円滑に実施するため、次の措置を行う。 

① 町本部長が判定実施を決定したときは、災害対策本部都市計画部建築住宅班が判定業務にあたる。 

② 危険度判定に係る建築住宅班は、以下の業務を行う。 

［略］ 

６ 被災建築物の応急危険度判定 

町本部長は、地震により被災した建築物による二次的災害を防止するため、被災建築物応急危険度判定士の協

力を得て、全国被災建築物応急危険度判定協議会作成「被災建築物応急危険度判定業務マニュアル」に基づき、

次の措置を行う。 

(1) 町本部長が判定実施を決定したときは、災害対策本部都市計画部建築住宅班が判定業務に当たる。 

(2) 危険度判定に係る建築住宅班は、以下の業務を行う。 

［略］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防

災計画の

修正の伴

う修正 

 

 

 

 

所要の修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町独自の

修正（所要

の修正） 
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正 
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198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24節 応急対策要員確保計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１・２ [略] 

３ 要員の従事命令等 

(1) [略] 

(2) 命令の対象者 

作 業 区 分 対 象 者 

[略]  [略] 

消防作業 火災又は救急の現場付近にある者 

水防作業 
区域内に居住するもの又は水防の現場にある者、

災害により生じた事故の現場付近にある者 

[略]  [略] 

[略] 

 

第 27節 ライフライン施設応急対策計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１・２ [略]  

３ 電力施設 

(1) 防災活動体制 

① [略] 

② 対策要員の確保 

ア・イ [略]  

ウ 非常災害対策要員は、次により迅速に行動する。 

(ｱ)・(ｲ) [略] 

(ｳ) 非常体制の伝令がなされたと判断される場合においては、自主出動し、非常災害対策活動に従事する。 

［略］ 
 

参考資料：電力施設現況一覧表（資料編２-２-２７①） 

参考資料：指定下水道工事店一覧表（資料編２-２-２７②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24節 応急対策要員確保計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１・２ [略] 

３ 要員の従事命令等 

(1) [略] 

(2) 命令の対象者 

作 業 区 分 対 象 者 

[略]  [略] 

消防作業（従事命令又は協力命令） 火災又は救急の現場付近にある者 

水防作業（従事命令） 
区域内に居住するもの又は水防の現場にある者、

災害により生じた事故の現場付近にある者 

[略]  [略]  

[略] 

 

第 27節 ライフライン施設応急対策計画 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領 

１・２ [略]  

３ 電力施設 

(1)防災活動体制 

① [略] 

② 対策要員の確保 

ア・イ [略]  

ウ 非常災害対策要員は、次により迅速に行動する。 

(ｱ)・(ｲ) [略] 

(ｳ) 非常体制の発令がなされたと判断される場合においては、自主出動し、非常災害対策活動に従事する。 

［略］ 

 
参考資料：電力施設現況一覧表（資料編２-２-２７①） 

参考資料：排水設備工事指定店一覧表（資料編２-２-２７②） 
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222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 震災復旧・復興計画 

第２節 生活の安定確保計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 被災者の生活確保  

【政策企画課、税務課、都市計画課、長寿福祉課】 

１ 生活相談 

[略] 

２ 被災者台帳の作成 

(1) 町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や配慮を要する事項等を一元的に集約した被災者台帳を作成

する。 

 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 震災復旧・復興計画 

第２節 生活の安定確保計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 被災者の生活確保  

【政策企画課、税務課、都市計画課、長寿福祉課】 

１ 生活相談 

[略] 

２ 被災者台帳の作成 

(1) 町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一元

的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。また、被災

者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタル技術を活用するよう積極的に検討する。 

［略］ 
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229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１節 総 則 

第１ 推進計画の目的 

[略] 

第２ 推進地域及び特別強化地域 

(1) [略] 

(2) 特別強化地域 

法第９条の規定に基づき指定された岩手県における特別強化地域の区域は、次のとおりである。（令和４年 10

月３日内閣府告示第100号） 

宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡

岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町の区域 

第３ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

本町の地域に係る地震防災に関し、本町の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、指定公共機関、指

定地方公共機関及び本町の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者（以下「防災関係機関」という。）

の処理すべき事務又は業務の大綱は、【総則編 第２章 第２節 防災機関の業務の大綱】に定めるところによる。 

 

第２節 災害対策本部等の設置等 

第１ 災害対策本部等の設置 

町は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震又は当該地震と判定されうる規模の地震（以下「地震」という。）に

よる災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、災害対策基本法に基づき、直ちに山田町災害対策本部及び必

要に応じて現地災害対策本部（以下「災害対策本部等」という。）を設置し、的確かつ円滑にこれを運営するもの

とする。 

第２ 災害対策本部等の組織及び運営 

災害対策本部等の組織及び運営は、災害対策基本法、山田町災害対策本部条例及び山田町災害対策本部規程に定

めるところによるものとし、その活動体制計画については、【震災・津波対策編 第２章 第１節 活動体制計画】

に定めるところによる。 

第３ 災害応急対策要員の参集 

(1) 通常の交通機関の利用ができない事情等の発生の可能性を勘案し、配備体制及び参集場所等の職員の非常招

集計画は、【震災・津波対策編 第２章 第２節 職員の動員計画】に定めるところによる。 

(2) 職員は、地震発生後の情報等の収集に積極的に努め、参集に備えるとともに、災害の程度を勘案し、動員命令

を待つことなく、自己の判断により定められた場所に参集するよう努めるものとする。 

 

第３節 地震発生時の応急対策等 

第１ 地震発生時の応急対応 

１ 情報の収集・伝達 

(1) 情報の収集・伝達における役割並びに地震・津波や被害情報の収集・伝達については、【震災・津波対策編 

第２章 第５節 情報の収集・伝達計画】に定めるところによるが、地震により広域かつ甚大な被害が発生する

おそれがあるため、下記について留意する。 

① 町及びその他の防災関係機関は、災害の状況及びこれに対してとられた措置に関する情報を収集すること

とする。その際、当該地震が、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害と

なる可能性を考慮し、その規模を把握するための情報を収集するよう留意するとともに、被害の詳細が把握

できない状況にあっても、迅速な当該情報の報告に努めることとする。 

第４章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１節 総 則 

第１ 推進計画の目的 

[略] 

第２ 推進地域及び特別強化地域 

(1) [略] 

(2) 特別強化地域 

法第９条の規定に基づき指定された岩手県における特別強化地域の区域は、次のとおりである。（令和４年

10月３日内閣府告示第100号） 

宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、

同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町の区域 

第３ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱 

[略] 
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② 指定公共機関、指定地方行政機関は、災害情報を収集することとする。その際、当該災害が国の総合的な

災害対策を実施する必要がある大規模災害であると認められるときは、特にその規模の把握のため必要な情

報の収集に努めることとする。 

(2) 避難のための勧告及び指示 

【震災・津波対策編 第２章 第15節 避難・救出計画】に定めるところによる。 

(3) 避難方法・避難誘導等 

【震災・津波対策編 第２章 第15節 避難・救出計画】に定めるところによる。 

２ 施設の緊急点検・巡視等 

町は、必要に応じて、通信施設、水門等の津波防災施設、公共施設等、特に防災活動の拠点となる公共施設等及

び避難場所に指定されている施設の緊急点検・巡視等を実施し、当該建物の被災状況等の把握に努めるものとす

る。 

その活動については、【震災・津波対策編 第２章 第１節 活動体制計画】に定めるところによる。 

３ 二次災害の防止 

町は、地震による危険物施設等における二次被害防止のため、必要に応じた施設の点検・応急措置、関係機関と

の相互協力等を実施する。 

また、土砂災害の防止や倒壊物の飛散による被害の防止、ライフライン復旧時における火災警戒等について、必

要な措置を講ずるものとする。 

４ 救助・救急・消火・医療活動 

地震により広域かつ甚大な被害が発生するおそれがあることを考慮し、防災関係機関等と連携し活動を行うこ

ととする。その活動については、【震災・津波対策編 第２章 第８節 消防活動計画及び第16節 医療･保健計画】

に定めるところによる。 

５ 物資調達 

物資調達については、【震災・津波対策編 第２章 第 17節 生活必需品供給計画】に定めるところによるが、町

は、災害後適切な時期において、町が所有する公的備蓄量、企業との協定等により調達可能な流通備蓄量、他の市

町村との協定等による調達量について、主な品目別に確認し、その不足分を県に供給要請することなどを配慮す

る。 

６ 輸送活動 

輸送活動は、【震災・津波対策編 第２章 第７節 交通確保･輸送計画】に定めるところによるが、地震により広

域かつ甚大な被害が発生するおそれがあることを考慮し、国や県、他の市町村、防災関係機関等との連携に配慮す

る。 

７ 保健衛生・感染症予防活動 

保健衛生・感染症予防活動は、【震災・津波対策編 第２章 第16節 医療･保健計画及び第 21節 感染症予防計

画】に定めるところによるが、地震により広域かつ甚大な被害が発生するおそれがあることを考慮し、国や県、他

の市町村、防災関係機関等との連携に配慮する。 

第２ 資機材、人員等の配備手配 

１ 物資等の調達手配 

【震災・津波対策編 第１章 第10節 防災施設等整備計画及び第２章 第 10節 相互応援協力計画】に定める

ところによる。 

２ 人員の配置 

町は、人員の配備状況を県に報告する。 

３ 災害応急対策等に必要な資機材及び人員の配置 

(1) 防災関係機関は、地震が発生した場合において、本計画に定める災害応急対策及び施設等の応急復旧対策を実

施するため、必要な資機材の点検、整備及び配備等の準備を行うものとする。 

(2) 防災関係機関ごとに具体的な措置内容は、それぞれ別に定める。 

第３ 他機関に対する応援要請 

１ 他の市町村への応援要請 

【震災・津波対策編 第２章 第10節 相互応援協力計画】に定めるところによる。 

２ 自衛隊の派遣要請 

【震災・津波対策編 第２章 第11節 自衛隊災害派遣要請計画】に定めるところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

 

 

 

次の施設等の整備については、対策を計画的かつ速やかに実施するとともに、災害時の拠点となる施設や主要な

道路・港湾等の耐震診断・改修等の耐震化対策を特に推進する。 

(1) 建築物、構造物等の耐震化・不燃化・耐浪化 

【震災・津波対策編 第１章 第 11節 都市防災計画、第 12節 交通施設安全確保計画及び第 13節 ライ

フライン施設等安全確保計画】に定めるところによる。 

(2) 土砂災害防止施設 

【震災・津波対策編 第１章 第15節 地盤災害予防計画】に定めるところによる。 

(3) 避難場所 

【震災・津波対策編 第１章 第５節 第２ 指定緊急避難場所及び指定避難所等の整備等】に定めるところ

による。 

(4) 避難経路 

【震災・津波対策編 第１章 第５節 第２ 指定緊急避難場所及び指定避難所等の整備等】に定めるところ

による。 

(5) 避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設 

【震災・津波対策編 第１章 第 10 節 防災施設等整備計画】で定めたとおり、消防団による避難誘導のた

めの拠点施設、緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し

地震防災上緊急に整備すべき消防用施設の整備を行う。 

(6) 緊急輸送を確保するために必要な道路、港湾又は漁港 

【震災・津波対策編 第２章 第７節 交通確保・輸送計画】に定めるところによる。 

(7) 通信施設 

【震災・津波対策編 第１章 第４節 通信確保計画】に定めるところによる。 
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第４節 津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項 

第１ 津波からの防護のための施設の整備等 

(1) 河川、海岸及び漁港の管理者は、地震が発生し、津波による被害が生じる恐れがある場合は、水門及び閘門の

閉鎖、工事の中断等の措置を講ずるものとし、その整備方針及び計画は、【震災・津波対策編 第１章 第 14 節 

津波災害予防計画】に定めるところによる。 

また、内水排除施設等は、施設の管理上必要な操作を行うための非常用発電装置の整備、点検その他所要の被

災防止措置を講じておくものとする。 

(2) 河川、海岸及び漁港の管理者は、次の事項について別に定めるものとする。 

① 防潮堤、堤防、水門等の点検方針・計画 

② 防潮堤、堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等必要な施設整備等の方針・計画 

③ 水門や陸閘等の閉鎖を安全・迅速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法 

④ 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時発着場、漁港等の整備の方針及び計画 

⑤ 防災行政無線等の整備の方針及び計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 津波に関する情報の伝達等 

津波に関する情報の伝達に係る基本的事項は、【震災・津波対策編 第１章 第14節 津波災害予防計画、第２章 

第３節 津波予報・警報等の伝達計画及び第15節 避難・救出計画】に定めるところとするほか、次の事項にも

配慮する。 

(1) 津波に関する情報が、管轄区域内の居住者等及び観光客等並びに防災関係機関に対し、正確かつ広範に伝達さ

れること、外国人や聴覚障がい者等にも的確に伝わること 

 

(2) 船舶に対する津波警報等の伝達及び陸から離れた水深の深い安全水域への避難等のとるべき措置 

 

(3) 管轄区域内の被害状況の迅速・確実な把握 

 

第３ 避難対策等 

(1) 【震災・津波対策編 第２章 第15節 避難・救出計画】に定めるところとする。その際、避難行動要支援者

に対する支援や外国人、出張者及び旅行者等に対する誘導などについて配慮するものとする。 

なお、町は別に定める基準に基づき、耐震診断等を行い、原則として要配慮者の保護のために必要に応じて屋

内避難に使用する建物を明示するものとする。 

また、町は、災害救助法の適用となる避難対策について、適切な対応を行うものとする。 

(2) 町は、町民等が津波襲来時に的確な避難を行うことができるよう、津波避難に関する意識啓発のための対策を

実施する。 

その活動については、【震災・津波対策編 第１章 第１節 防災知識普及計画】に定めるところによる。 

(3) 町は、避難路の除雪・防雪・凍雪害防止のため必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

第１ 津波からの防護 

(1) 河川、海岸管理者は、津波被害のおそれのある地域において、水門等の遠隔操作化、防潮堤・堤防の補強等

必要な施設整備を推進することとし、その整備方針及び計画は、【震災・津波対策編 第１章 第14節 津波災

害予防計画】に定めるところによる。 

 

 

(2) 河川、海岸管理者は、河川・海岸水門管理要綱等により、津波発生時の迅速な対応が可能となるよう定期的

な施設の点検や門扉等閉鎖体制の確認等、施設管理の徹底を行うこととする。 

 

 

 

 

(3) 河川、海岸管理者は、地震が発生し津波による被害が生じるおそれにある場合は、河川・海岸水門管理要綱

等により、水門及び閘門を閉鎖するものとする。また、内水排除施設等は、施設の管理上必要な操作を行うた

めの非常用発電装置の整備、点検その他所要の被災防止措置を講じておくものとする。 

(4) 町は、津波により孤立が懸念される地域の港湾、漁港等の整備を行うこととし、その整備方針及び計画につ

いては、【震災・津波対策編 第１章 第10節 防災施設等整備計画及び同章 第 14節 津波災害予防計画】に

定めるところによる。 

(5) 町は、津波警報等の住民等への迅速な伝達を行うため、避難計画の策定や防災行政無線の整備等を行うこと

とし、その整備等の方針及び計画については、【震災・津波対策編 第１章 第５節 避難対策計画及び同章 第

４節 通信確保計画】に定めるところによる。 

第２ 津波に関する情報の伝達等 

津波に関する情報や避難情報の伝達に係る関係者の連絡体制は次のとおりとする。 

 

 

(1) 町内部及び関係機関相互間の伝達体制、防災関係機関、地域住民等に対する伝達体制及び船舶に対する伝達

体制 

【震災・津波対策編 第２章 第３節 津波警報・地震情報等の伝達計画】に定めるところによる。 

(2) 管轄区域内の被害状況の情報収集体制 

【震災・津波対策編 第２章 第１節 活動体制計画】に定めるところによる。 

(3) 防災行政無線の整備等 

【震災・津波対策編 第１章 第４節 通信確保計画】に定めるところによる。 

第３ 地域住民等の避難行動等 

町は、避難対象地域内の住民等が、津波襲来時に的確な避難を行うことができるよう、次のとおり取り組むこ

ととする。 

(1) 避難対象地域 

避難指示等の判断・伝達マニュアルに定めるところとする。 

(2) 避難方法 

【震災・津波対策編 第２章 第15節 避難・救出計画】に定めるところとする。 

(3) 避難経路の除雪・防雪・凍結防止対策に努めるものとする。 

(4) 住民等の備え 

避難対象地域内の住民等は、避難場所、避難経路、避難方法、家族との連絡方法等を平常時から確認してお

き、津波が襲来した場合の備えに万全を期するよう努めるべきものとする。 

(5) 高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）のうち、自ら避難する

ことが困難な者であってその円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する者（以下「避難行動要

支援者」という。）の避難支援等について、【震災・津波対策編 第２章 第15節 避難・救出計画】に定めると

ころによる。 

(6) 外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導等 

【震災・津波対策編 第２章 第15節 避難・救出計画】に定めるところによる。 

国防災対

策推進計

画修正に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山田町地域防災計画（第２編 震災・津波対策編）新旧対照表 

- 27 - 

 

頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 消防機関等の活動 

町は、【震災・津波対策編 第２章 第８節 消防活動計画及び第９節 津波対策計画】に基づき、消防機関は、

津波からの円滑な避難の確保等のために、次の事項を重点として必要な措置を講じるものとする。 

 

(1) 津波警報等の情報の的確な収集・伝達 

(2) 津波からの避難誘導 

(3) 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する指導 

(4) 救助・救急等 

(5) 緊急消防援助隊等応援部隊の進出・活動拠点の確保 

(6) 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

(7) 水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

(8) 水防資機材の点検、整備、配備等 

第５ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

水道、電気、ガス、通信、放送関係等事業者が実施する必要な措置は、【震災・津波対策編第１章 第 13節 ラ

イフライン施設等安全確保計画、第２章 第６節 広報広聴計画及び第 27節 ライフライン施設応急対策計画】に

定めるところとするが、次の事項にも配慮する。 

１ 水 道 

水道事業の管理者等については、津波からの円滑な避難を確保するため、水道管の破損等による二次災害を軽減

させるための措置を実施するものとする。 

２ 電 気 

(1) 電気事業の管理者等については、津波から円滑な避難を確保するため、津波警報等の伝達や避難時の照明の確

保等が必要なことから、電源供給早期復旧のための体制確保等必要な措置を講じるとともに、火災等の二次災害

の防止に必要な利用者によるブレーカーの開放等の措置に関する広報を実施するものとする。 

(2) 指定公共機関東北電力株式会社岩手支店が行う措置は、別に定めるところによる。 

３ ガ ス 

ガス事業の管理者等については、津波からの円滑な避難を確保するため、火災等の二次災害防止のための利用者

によるガス栓閉止、液化石油ガスボンベの転倒防止等必要な措置に関する広報を実施するものとする。 

４ 通 信 

(1) 電気通信事業者は、津波警報等の情報を確実に伝達するために必要な通信を確保するため、電源の確保等の対

策を実施する。 

(2) 指定公共機関東日本電信電話株式会社等が行う措置は、別に定めるところによる。 

５ 放 送 

(1) 放送事業者は、放送が居住者、観光客等への情報の正確かつ迅速な伝達のため不可欠であるため、地震発生時

には津波に対する注意喚起に努めるとともに、津波警報等の正確かつ迅速な報道に努めることとする。 

(2) 放送事業者は、県、町その他の防災関係機関と協力して、被害に関する情報、交通に関する情報、避難場所に

関する情報、津波に関する情報等町民の円滑な避難に必要な情報提供に努めるよう留意する。 

(3) 指定公共機関日本放送協会盛岡放送局が行う措置は、別に定めるところによる。 

(4) 指定地方公共機関である株式会社ＩＢＣ岩手放送、株式会社テレビ岩手、株式会社エフエム岩手、株式会社岩

手めんこいテレビ、株式会社岩手朝日テレビが行う措置は、別に定めるところによる。 

第６ 交通対策 

 

第４ 避難場所及び避難所の運営・安全確保 

町は、避難場所及び避難所の運営・安全確保について【震災・津波対策編 第１章 第５節及び第２章 第15節 

避難・救出計画】に基づき取り組むこととする。 

第５ 意識の普及・啓発 

町は、地域住民等が、「自らの命は自らが守る」という早期避難への意識を持ち、その意識を持続的に共有し、

津波襲来時に円滑かつ迅速な避難を行うことができるよう、必要に応じて積雪寒冷地特有の課題に配慮された内

容により、ハザードマップや津波避難計画を作成・変更し、【震災・津波対策編 第１章 第５節 避難対策計画】

に定めるところにより周知を行う。 

第６ 消防機関等の活動 

町は、【震災・津波対策編 第２章 第８節 消防活動計画及び第９節 津波対策計画】に基づき、消防機関及び

水防団が、津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置について、次の事項を重点としてその対策を定め

るものとする。 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) 津波到達予想時間等を考慮した退避ルールの確立 

(5) 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知 

(6) 水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置 

(7) 水防資機材の点検、整備、配備等 

 

第７ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

水道、電気、ガス、通信、放送関係等事業者が実施する必要な措置は、【震災・津波対策編第１章 第 13節 ラ

イフライン施設等安全確保計画、第２章 第６節 広報広聴計画及び第27節 ライフライン施設応急対策計画】

に定めるところとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ 交通 
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236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 道 路 

町及び道路管理者は、津波襲来のおそれがあるところでの交通規制、避難路についての交通規制の内容をあらか

じめ計画し、周知するものとする。 

道路管理者は、情報板等により津波に関する情報や地震被害による通行規制情報の提供に努めることとし、避難

所等へのアクセス道路等について、除雪・防雪・凍雪害防止のため必要な措置を講じるものとする。 

その活動については、【震災・津波対策編 第２章 第７節 交通確保・輸送計画】に定めるところによる。 

 

２ 海 上 

釜石海上保安部及び漁港管理者は、海上交通の安全を確保するための必要に応じた船舶交通の制限、漂流物発生

対策等の措置を講じるとともに、津波による危険が予想される地域から安全な海域へ船舶を避難させる等の措置

に係る具体的な実施要領を定め、これに基づき必要な措置を講じるものとする。 

また、漁港管理者は、その所管する漁港区域内の航路等について航路障害物が認められる場合は、応急的な除去

作業を行うよう努める。 

その活動については、【震災・津波対策編 第２章 第７節 交通確保・輸送計画】に定めるところによる。 

３ 鉄 道 

岩手県地域防災計画における震災対策編 第５章「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画」第４

節 第６「交通対策」に定めるところによる。 

４ 乗客等の避難誘導 

(1) 一般旅客運送に関する事業者は、県、町と連携して、乗客やターミナル等に滞在する者の避難誘導計画等を定

めることとする。 

(2) 一般旅客運送に関する事業者は、県、町と連携して、避難路について除雪、消雪、凍雪害防止のための必要な

措置について考慮する。 

第７ 町が管理又は運営する施設に関する対策 
１ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

町が管理する庁舎、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、図書館、学校等の管理上の措置は、施設ごと

に消防計画等に定めるところであるが、おおむね次のとおりである。 

(1) 各施設に共通する事項 

ア 津波警報等の入場者等への伝達 

 

 

 

イ 入場者等の安全確保のための避難等の措置 

ウ 施設の防火点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置 

エ 出火防止措置 

オ 飲料水、食料等の備蓄 

カ 消防用設備の点検、整備 

キ 非常用発電措置の整備、防災行政無線、テレビ・ラジオ・コンピュータなど情報を入手するための機器の整

備 

(2) 個別事項 

ア 当該学校等が、本町の定める津波避難対象地区にあるときは、避難の安全に関する措置 

 

イ 当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合これらの者に対する保護の措置 

 

 

ウ 施設が海岸近くにある場合には、強い地震を感じたとき、又は弱い地震であっても長いゆっくりとした揺れ

を感じたときは、大津波警報又は津波警報等が発表される前であっても、直ちに避難するよう来場者等に対し

伝達するための必要な措置 

エ 病院、診療所等にあっては、重症患者、新生児等、移動することが不可能又は困難な者の安全確保のための

必要な措置 

オ 社会福祉施設にあっては重度障がい者、高齢者等移動することが不可能又は困難な者の安全の確保のため

の必要な措置 

２ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

(1) 災害対策本部又はその支部がおかれる庁舎等の管理者は、１の(1)に掲げる措置をとるほか、次に掲げる措置

をとるものとする。 

ア 自家発電装置、可搬式発電機等の整備による非常用電源の確保 

１ 道 路 

(1) 交通規制 

岩手県警及び道路管理者は、津波の襲来により危険度が高いと予想される区間及び避難経路として使用され

ることが想定される区間について、交通規制の内容を事前に周知する。 

なお、必要に応じ隣接する県警察との連絡を密にし、交通規制の整合性を広域的に確保する。 

(2) 除雪 

積雪寒冷地においては、緊急輸送道路や避難所へのアクセス道路等について、除雪体制を優先的に確保する。 

２ 海 上 

(1) 釜石海上保安部及び漁港管理者は、海上交通の安全を確保するため、海域監視体制の強化、船舶交通の輻輳

が予想される海域における船舶交通の制限等の措置を実施するものとする。 

(2) 港湾管理者は、津波が襲来するおそれがある港湾における港湾利用者の退避などの安全確保対策をとるもの

とする。 

 

 

３ 鉄 道 

津波の襲来により危険度が高いと想定される区間における運行の停止等の運行上の措置は、岩手県地域防災計

画における地震・津波対策編 第３章第 26節「公共土木・鉄道施設等応急対策計画」に定めるところによる。 

４ 乗客等の避難誘導 

(1) 一般旅客運送に関する事業者は、県、町と連携して、列車、船舶等の乗客や駅、港湾のターミナル等に滞在

する者の避難誘導計画等を定めることとする。 

(2) [略] 

 

第９ 町が管理等を行う施設等に関する対策 
１ 不特定かつ多数の者が出入りする施設 

[略] 

 

(1) 各施設に共通する事項 

ア 津波警報等の入場者等への伝達 

海岸近くにある施設については、津波警報等の発表が行われる前であっても、強い揺れを感じたとき、ま

たは弱い揺れであっても長い時間ゆっくりした揺れを感じたときは直ちに避難するよう、入場者等に対し伝

達する。 

イ 入場者等の避難のための措置 

ウ [略] 

エ [略] 

オ 水、食料等の備蓄 

カ [略] 

キ [略] 

 

(2) 個別事項 

ア 病院、診療所等にあっては、重症患者、新生児等、移動することが不可能又は困難な者の安全確保及び避

難誘導のための必要な措置 

イ 学校、研修所等にあっては、 

(ｱ) 当該学校等が、津波避難対象地域にあるときは、避難誘導のための必要な措置 

(ｲ) 当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合これらの者に対する保護の措置 

ウ 社会福祉施設にあっては重度障がい者、高齢者等、移動することが不可能又は困難な者の安全確保及び避

難誘導のための必要な措置 

 

 

 

 

 

２ 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

災害対策本部又はその支部が設置される庁舎等の管理者は、１の(1)に掲げる措置をとるほか、次に掲げる措

置をとるものとする。 

また、災害対策本部等を町が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その施設の管理者に対し、同様の措

国防災対

策推進計

画修正に
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頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 無線通信機器等通信手段の確保 

ウ 災害対策本部開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

(2) この推進計画に定める避難所等に指定する学校、社会教育施設等の管理者は、１の(1)又は２の(1)に掲げる措

置を講ずるとともに、町が行う避難所等の開設に必要な資機材の搬入、配備に協力するものとする。 

３ 工事中の建築等に対する措置 

地震が発生し津波による被害が生じる恐れがある場合は、工事中の建築物その他の工作物又は施設については、

工事を中断するものとする。 

［追加］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画 

第１ 整備すべき施設 

(1) 次の施設等の整備計画については、地震防災対策特別措置法に基づく「地震防災緊急事業五箇年計画」に定め

るところによる。 

なお、町が所有する施設については、別に定める耐震化の方針に基づき、対策を計画的かつ速やかに実施する

とともに、災害時の拠点となる施設や主要な道路・港湾等の耐震診断・改修等の耐震化対策を特に推進する。 

① 建築物、構造物等の耐震化 

② 避難所等の整備 

③ 避難路の整備 

④ 津波対策施設 

⑤ 消防用施設の整備等 

⑥ 緊急輸送を確保するために必要な道路及び漁港の整備 

⑦ 通信施設の整備 

⑧ 緩衝地帯として設置する緑地、広場、その他公共空地の整備 

⑨ その他の事業 

(2) 町その他防災関係機関は、【震災・津波対策編 第２章 第５節 情報の収集及び伝達計画】に従い、地震防災

応急対策を実施するため必要な通信施設を整備するものとする。 

① 町防災行政無線 

② その他の防災機関等の無線 

第２ 整備方針 

(1) 町は、施設整備の年次計画にあたっては、防災効果が発揮されるよう、整備の順序及び方法について考慮す

る。 

(2) 町は、施設等の整備にあたっては、ソフト対策とハード対策を組み合わせた効果的な対策の実施に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置をとるよう協力を要請するものとする。 

(1) 自家発電装置、可搬式発電機等の整備による非常用電源の確保 

(2) 無線通信機器等通信手段の確保 

(3) 災害対策本部開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保 

３ 工事中の建築等に対する安全確保上実施すべき措置 

地震による災害が発生し又は発生するおそれがある場合は、工事中の建築物その他の工作物又は施設について

は、津波襲来に備えて安全確保上実施すべき措置を実施する。 

第 10 迅速な救助 

(1) 町は、消防庁舎等の耐震化を含め、救助・救急隊の体制や車両・資機材の確保等に努めるものとする。 

(2) 町は、県と協力して「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に定める受援計画等による緊急消防

援助隊の人命救助活動等の支援体制の整備を行うものとする。 

(3) 町は、自衛隊・警察・消防等実動部隊による迅速な救助のため、被災地への経路及び港湾等の活動拠点の確

保を含む救助活動における連携の推進等を図る。 

(4) 町は、消防団に関し、加入促進による人員確保、車両・資機材の充実、教育・訓練の充実を図る。  
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第４節 関係者との連携協力の確保に関する事項 

第１ 資機材、人員等の配備手配 

(1) 被災時における物資等の調達手配及び人員の配備のうち、応急対策を実施するため広域的措置が必要なもの

は【震災・津波対策編第２章 第10節 相互応援協力計画】に定めるところによる。 

(2) 応急対策を実施する上で他機関の応援等を求める必要がある場合に備え締結した事前応援協定その他の手

続上の措置をあらかじめ把握するものとする。 

第２ 物資の備蓄・調達 

被害想定等を基に、自らの地域で必要となる物資の備蓄及び調達に関する方法等は、【震災・津波対策編 第１

章 第８節 食料・生活必需品等の備蓄計画】に定めるところによる。 

 

第５節 後発地震への注意を促す情報が発信された場合にとるべき防災対応に関する事項 

第１ 後発地震への注意を促す情報等の伝達、町の災害に関する会議等の設置等 

(1) 後発地震への注意を促す情報等の伝達 

後発地震への注意を促す情報その他これらに関連する情報や後発地震に対して注意する措置等（以下「後発

地震への注意を促す情報等」という。）の伝達に係る関係者の連絡体制は、次のとおり。 

① 町内部及び関係機関相互間の伝達体制 

防災行政無線等を通じて関係機関へ伝達する。 

② 地域住民等並びに防災関係機関に対する伝達体制 

防災行政無線等を通じ地域住民並びに防災関係機関へ伝達する。 

 

(2) 町の災害に関する会議等の設置 

災害対策本部等の設置運営方法その他の事項については、【震災・津波対策編 第２章 第１節 活動体制計

画】に定めるところによる。 

第２ 後発地震への注意を促す情報等が発信された後の周知 

防災行政無線、町ホームページ及びＳＮＳ等により住民及び報道機関に対して周知する。 

第３ 災害応急対策をとるべき期間等 

町は、後発地震への注意を促す情報の発信に至った地震の発生から１週間、後発地震に対して注意する措置を

講ずる。 

第４ 町のとるべき措置 

町は、後発地震への注意を促す情報等が発信された場合において、地域住民等に対し、日頃からの地震への備

えの再確認や、円滑かつ迅速な避難をするための備え等の防災対応をとる旨を呼びかける。 

また、町における日頃からの地震への備えを再確認するとともに、施設・設備等の点検等により円滑かつ迅速

な避難を確保するよう備える。 

（後発地震に対して注意する措置） 

(1) 家具等の固定、家庭等における備蓄の確認等日頃からの地震の備えの再確認 

(2) 避難場所・避難経路の確認、家族等との安否確認手段の取決め、非常持出品の常時携帯等、円滑かつ迅速

に避難するための備え 

(3) 施設内の避難経路の周知徹底、情報収集・連絡体制の確認、機械・設備等の転倒防止対策・点検等、施設

利用者や職員の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え 

(4) 個々の病気・障害等に応じた薬、装具及び非常持出品の準備、避難行動を支援する体制の再確認・徹底等、

要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え 
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237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 防災訓練計画 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の影響が広域にわたることに配慮し、国、県、指定公共機関、地方公共団体

等との連携を図ることに努めることとし、その事業計画については、【震災・津波対策編 第１章 第３節 防災訓

練計画】に定めるところによる。 

なお、訓練の実施時期について、避難行動に支障をきたすと考えられる冬期等の実施について考慮する。 

 

第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する地震防災上必要な教育及び広報については、【震災・津波対策編 第

１章 第１節 防災知識普及計画】に定めるところによる。 

第６節 防災訓練に関する事項 

町は、推進地域に係る大規模な地震を想定した防災訓練を、年１回以上実施するよう努める。その際、津波警

報等又は後発地震への注意を促す情報等が発信された場合の情報伝達に係る防災訓練を実施する。実施する防災

訓練の内容、方法等は、【震災・津波対策編 第１章 第３節 防災訓練計画】に定めるところによる。 

 

 

第７節 地震防災上必要な教育及び広報に関する計画 

[略] 
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245 

 

 

 

247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 災害予防計画 

第 14節 風水害予防計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 風水害に強いまちづくり 

【建設課、水産商工課、農林課、消防防災課】 

(1) ～(4) [略] 

(5) 町は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土について、各法令に基づき、

速やかに撤去命令等の是正指導を行うものとする。 

(6) [略] 

第３ 予防対策 

 [略] 

第４ 浸水想定区域への対応 

【総務課、消防防災課、長寿福祉課、健康子ども課】 

(1) ・(2）[略] 

(3) 町は、洪水浸水想定区域又は雨水出水（以下、本節中「浸水想定区域」という。）の指定があったときは、浸

水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、避難場所その他円滑かつ迅速な避難を図るために必要な事項、避

難訓練に関する事項について速やかな措置が行えるよう、体制整備に努める。特に、浸水想定区域内に、要配

慮者が利用する施設等、洪水時において円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設がある場

合には、その施設の名称及び所在地について明らかにするとともに、施設に対する洪水予報等の伝達方法等の

体制整備を進める。 

(4) 町は、町で定めた洪水予報等の伝達方法、避難場所等を町民に周知するため、これらの事項を記載した洪水

ハザードマップ、内水ハザードマップ等の作成・配布その他の必要な措置を講じる。 

 

 

[略] 

 

第 16節 土砂災害予防計画 
第１～第４  [略] 
第５ 土砂災害警戒情報の発表 

【総務課、消防防災課】 

１ 目的及び発表機関 

大雨警報又は大雨特別警報が発表されている場合において、大雨による土砂災害の発生の危険度が高まったと

きに、町長が避難指示等を発令する際の判断や町民の自主避難の参考となるよう、県と盛岡地方気象台が共同で発

表する。 

 

２ [略] 

３ 発表・解除基準 

(1) 発表基準 

大雨警報(土砂災害)が発表されている場合において、気象庁が作成する降雨予測に基づく値が１km メッシュ

ごとの監視基準（土砂災害発生危険基準線）に達したときに、県と盛岡地方気象台は、協議のうえ、そのメッ

シュを含む市町村単位で土砂災害警戒情報を発表する。 

また、地震等により地盤が脆弱に立っている可能性が高くなり、土砂災害の危険性が現状より高いと考えら

れる場合は、発表基準を引き下げる。 

(2) 解除基準 

解除基準は、監視基準を下回り、かつ短時間で再び監視基準を超過しないと予想されるときに解除する。た

だし、無降雨状態が長時間継続しているにもかかわらず基準を下回らない場合は、土壌雨量指数の状況等を鑑

み、県と盛岡地方気象台が協議のうえで解除できるものとする。 

第１章 災害予防計画 

第 14節 風水害予防計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 風水害に強いまちづくり 

【建設課、水産商工課、農林課、消防防災課】 

(1) ～(4) [略] 

(5) 町は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認された盛土について、宅地造成及び特定

盛土等規制法などの各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行うものとする。 

(6) [略] 

第３ 予防対策 

 [略] 

第４ 浸水想定区域への対応 

【総務課、消防防災課、長寿福祉課、健康子ども課】 

(1) ・(2）[略] 

(3) 町は、洪水浸水想定区域又は雨水出水（以下、本節中「浸水想定区域」という。）の指定があったときは、浸

水想定区域ごとに、水位情報等の伝達方法、避難場所その他円滑かつ迅速な避難を図るために必要な事項、避

難訓練に関する事項について速やかな措置が行えるよう、体制整備に努める。特に、浸水想定区域内に、要配

慮者が利用する施設等、洪水時において円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる施設がある場

合には、その施設の名称及び所在地について明らかにするとともに、施設に対する水位情報等の伝達方法等の

体制整備を進める。 

(4) 町は、町で定めた水位情報等の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項、洪水、雨水出水に係る避難

訓練に関する事項その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要な事項、並びに要配慮者利用施

設、大規模工場等の名称及び所在地について町民に周知させるため、これらの事項を記載した洪水ハザードマ

ップ、内水ハザードマップ等の作成・配布その他の必要な措置を講じる。 

 [略] 

 

第 16節 土砂災害予防計画 
第１～第４  [略] 
第５ 土砂災害警戒情報の発表 

【総務課、消防防災課】 

１ 目的及び発表機関 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったとき

に、町長が避難指示を発令する際の判断や町民の自主避難の参考となるよう、県と盛岡地方気象台が共同で発表す

る。町内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認する

ことができる。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

２ [略] 

３ 発表・解除基準 

(1) 発表基準 

大雨警報(土砂災害)発表中に、気象庁が作成する降雨予測に基づく値が１km メッシュごとの監視基準（土砂

災害発生危険基準線）に達したときに、県と盛岡地方気象台は、協議のうえ、そのメッシュを含む市町村単位

で発表する。 

また、地震等により地盤が脆弱に立っている可能性が高くなり、土砂災害の危険性が現状より高いと考えら

れる場合は、発表基準を引き下げる。 

(2) 解除基準 

解除基準は、監視基準を下回り、かつ短時間で再び監視基準を超過しないと予想されるときに解除する。た

だし、大規模な土砂災害が発生した場合には、県と盛岡地方気象台が協議の上で基準を下回っても解除しない

場合がある。 
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４ 利用にあたっての留意点 

(1) 土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度を降雨に基づいて判定し発表するもので、個別の災

害発生箇所・時間・規模等を詳細に特定するものではないことに留意する。 

 

 

 

 

(2)・(3) [略] 

(4) 土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報（土砂災害）が発表されているときは、避難指示等の対象地区の範囲

が十分であるかどうかなど、既に実施済みの措置の内容を再度確認し、その結果、必要に応じて避難指示等の対

象地域の拡大や緊急安全確保の発令の更なる措置を検討する。 

 

 

 

５ [略] 

６ 避難指示等のための情報提供 

[略] 

土砂災害警戒情報の補足情報 

危険度 表示 状況及び行動の目安 

[略] [略] [略] 

今後の情報等に注意 白  

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 利用にあたっての留意点 

(1) 土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害のうち、避難指示等の災害応急対策が必要な土石流や集

中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としている。しかし、土砂災害はそれぞれの斜面における植生・地質・風

化の程度、地下水の状況等に大きく影響されるため、個別の災害発生箇所・時間・規模等を詳細に特定するこ

とまではできない。 

また、技術的に予測が困難である斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地すべり等は土砂災害警戒情報の発表対象

とはしていない。 

(2)・(3) [略] 

(4) 土砂災害警戒情報に加え、大雨特別警報（土砂災害）が発表された場合は、警戒レベル５緊急安全確保の発

令を検討すること。 

なお、発令対象区域の絞り込みについては、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）において

「災害切迫（黒）」（実況で大雨特別警報（土砂災害）の基準に到達）のメッシュが出現し、そのメッシュが土

砂災害警戒区域等と重なった場合、あらかじめ警戒レベル５緊急安全確保の発令単位として設定した地域内の

土砂災害警戒区域等に警戒レベル５緊急安全確保を発令する。 

５ [略] 

６ 避難指示等のための情報提供 

[略] 

土砂災害警戒情報の補足情報 

危険度 表示 状況及び行動の目安 

[略] [略] [略] 

今後の情報等に留意 白  

[略] 
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第２章 災害応急対策計画 

第３節 気象予報・警報等の伝達計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 実施機関（責任者） 

[略] 

３ 実施要領 

１ 気象予報・警報等の種類及び伝達 

(1) 気象予報・警報等の種類 

[略] 

① [略] 

ア [略] 

イ 情報の種類と内容 

種 類 内  容 

早期注意報情報（警報級

の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が「高」、「中」２段階で発表する。当

日から翌日にかけて時間帯を区切って、内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で、

２日先から５日先にかけては日単位で、内陸、沿岸単位で発表する。大雨に

関して、明日までの期間に「高」又は「中」が予想されている場合は、災害

への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１ 

気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起す

る場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の

注意を解説する場合等に発表する。 

記録的短時間大雨情報 

県内で大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時

間の大雨を観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上

の雨量計を組み合わせた分析）したときに、県気象情報の一種として発表す

る。この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・

氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、

実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、警報の「危険度分

布」で確認する必要がある。 

土砂災害警戒情報 

（備考 1） 

大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生して

もおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民

の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼び

かける情報で、県と盛岡地方気象台が共同で発表する。市町村内で危険度が

高まっている詳細な領域は大雨警報(土砂災害)の危険度分布(土砂災害警戒

判定メッシュ情報)で確認することができる。 

避難が必要とされる警戒レベル４に相当 

竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して

注意を呼びかける気象情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜

巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっている時に、内陸、沿岸北

部、沿岸南部単位で確認することができる。なお、実際に危険度が高まって

いる場所については竜巻発生確度ナウキャストで発表する。また、竜巻の目

撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更な

る竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した

情報を内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で発表する。この情報の有効期間は、

発表から概ね 1時間である。 

注）備考１ 大きな地震等が発生し、土砂災害などの二次災害が発生しやすいと認められる場合は、大雨注意

報などの基準を暫定的に引き下げて運用することがある。 

 

第２章 災害応急対策計画 

第３節 気象予報・警報等の伝達計画 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 実施機関（責任者） 

[略] 

３ 実施要領 

１ 気象予報・警報等の種類及び伝達 

(1) 気象予報・警報等の種類 

[略] 

① [略] 

ア [略] 

イ 情報の種類と内容 

種 類 内  容 

早期注意報情報（警報級

の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性を「高」、「中」２段階で発表する。当

日から翌日にかけて時間帯を区切って、内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で、

２日先から５日先にかけては日単位で、内陸、沿岸単位で発表する。大雨や

高潮に関して、「高」又は「中」が予想されている場合は、災害への心構えを

高める必要があることを示す警戒レベル１ 

岩手県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起す

る場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の

留意点を解説する場合等に発表する。 

記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間

降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上

の雨量計を組み合わせた分析）され、かつ、キキクル（危険度分布）の「危

険」（紫）が出現している場合に、気象庁が発表する。この情報が発表されと

きは、土砂災害及び、低地の浸水や中小河川の増水・氾濫による災害発生に

つながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度

が高まっている場所をキキクルで確認する必要がある。 

土砂災害警戒情報 

（備考 1） 

大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生して

もおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民

の自主避難の判断を支援するため、対象となる市町村を特定して警戒を呼び

かける情報で、県と盛岡地方気象台が共同で発表する。市町村内で危険度が

高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報(土砂災害)）の危険度分

布）で確認することができる。 

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して

注意を呼びかける気象情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況

になっている時に、内陸、沿岸北部、沿岸南部単位で気象庁が発表する。な

お、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャスト

で確認することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃

情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生する

おそれが非常に高まっている旨を付加した情報を内陸、沿岸北部、沿岸南部

単位で発表する。この情報の有効期間は、発表から概ね 1時間である。 

注）備考１ 大きな地震等が発生し、土砂災害などの二次災害が発生しやすいと認められる場合は、基準を暫

定的に引き下げて運用することがある。 
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254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 注意報の種類と発表基準   

種 類 発 表 基 準 

気
象
注
意
報 

[略] [略] 

大雨注意報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想され、次の条件に該当する場合 

(1) [略] 

(2) 土壌雨量指数基準が 72以上と予想される場合 

 

 

[略] [略] 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想され、次の条件に該当す

る場合 

(1) ・(2) [略] 

 

[略] [略] 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれがある

と予想され、次の条件に該当する場合 

高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は、避難に備えハザード

マップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要と

される警戒レベル２ 

高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は高齢者等の避

難が必要とされる警戒レベル３に相当 

(1) [略] 

[略] [略] 

洪水注意報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれが

あると予想され、次の条件に該当する場合 

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避

難行動の確認が必要とされる警戒レベル２ 

(1) 流域雨量指数基準が豊間根川流域 10.8以上、関口川流域８以上の場合 

(2) 複合基準（表面雨量指数と流域雨量指数の組み合わせ）が関口川流域 5.8以

上の場合 

 

[略] [略] 

 注）備考１ 強風による災害に加えて、雪を伴うことによる視程障害などによる災害のおそれについても注

意を呼びかける。 

備考２ 発達した雷雲の下で発生することの多い突風やひょうによる災害についての注意喚起が付加さ

れることもある。 

急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。 

備考３ 地面現象注意報及び浸水注意報は、その注意事項を気象注意報に含めて行い、この注意報の標題

は用いない。 

備考４ 大きな地震等が発生し、土砂災害などの二次災害が発生しやすいと認められる場合は、大雨注意

報などの基準を暫定的に引き下げて運用することがある。 

［追加］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 注意報の種類と発表基準   

種 類 発 表 基 準 

気
象
注
意
報 

[略] [略] 

大雨注意報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想され、次の条件に該当する場合 

(1) [略] 

(2) 土壌雨量指数基準が 86以上と予想される場合 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２である。 

[略] [略] 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には火災の危険が大きい気象条件が予想され、次の条件に該当する場

合 

(1) ・(2) [略]  

[略] [略] 

高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇が予想され、次の条件に該当する場合 

高潮警報に切り替える可能性に言及されていない場合は、ハザードマップによ

る災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒

レベル２ 

高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は、高齢者等は危

険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当 

(1) [略] 

 

[略] [略] 

洪水注意報 

（備考５） 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれが

あると予想され、次の条件に該当する場合 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２ 

(1) 流域雨量指数基準が津軽石川流域19.3以上、豊間根川流域11.4以上、関口

川流域 7.5以上、織笠川流域 11以上の場合 

(2) 複合基準（表面雨量指数と流域雨量指数の組み合わせ）が津軽石川流域（6, 

15.4）以上、関口川流域（5,7.5）以上、織笠川流域（5, 11）以上の場合 

[略] [略] 

 注）備考１ [略] 

 

備考２ 発達した雷雲の下で発生することの多い突風やひょうによる災害への注意喚起が付加されるこ

ともある。 

急な強い雨への注意も雷注意報で呼びかけられる。 

備考３ 地面現象注意報及び浸水注意報は、その注意報事項を気象注意報に含めて行い、この注意報の標

題は用いない。 

備考４ [略] 

 

備考５ 大雨注意報の土壌雨量指数基準、洪水注意報の流域雨量指数基準及び複合基準は、総務省が定め

た「地域メッシュ」（約１km 四方）毎に設定しているが、本一覧表では、土壌雨量指数基準につい

ては市町村等の域内における最低値を、流域雨量指数基準及び複合基準については主要な河川にお

ける代表地点の基準値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準値の更

新 

所要の修正

（警戒レベ

ルの表記） 

所要の修正 

 

 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正

（基準値の

更新） 

 

 

 

 

 

表記の適正

化 

 

表記の適正

化 

 

 

所要の修正 
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頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 警報の種類と発表基準 

種 類 発 表 基 準 

気 

象 

警 

報 

[略] [略] 

大雨警報 

（備考２） 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想され、次の条件に該当す

る場合 

大雨警報(土砂災害)は、高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当 

 

(1) [略] 

(2) 土壌雨量指数基準が108以上と予想されるの場合（大雨警報（土砂災害）） 

[略] [略] 

高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するおそれ

があると予想され、次の条件に該当する場合 

避難が必要とされる警戒レベル４に相当 

(1) [略] 

[略] [略] 

洪水警報 

（備考３） 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するお

それがあると予想され、次の条件に該当する場合 

高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当 

 

(1) 流域雨量指数基準が豊間根川流域 13.5以上、関口川流域 10以上の場合 

 

 

 

[略] [略] 

注）備考１・備考２ [略] 

    備考３ 洪水警報の対象となる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災

害が挙げられる。 

備考４ 地面現象警報及び浸水警報は、その注意事項を気象警報に含めて行い、この警報の標題は用いな

い。 

 備考５ 大きな地震等が発生し、土砂災害などの二次災害が発生しやすいと認められる場合は、大雨注意

報などの基準を暫定的に引き下げて運用することがある。 

〔気象警報発表基準等 岩手県地域防災計画 資料編 3-2-2〕 

備考６ [略] 

［追加］ 

 

 

 

種 類 概 要 

大雨警報（土砂災害）

の危険度分布（土砂

災害警戒判定メッシ

ュ情報） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域ご

とに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予

測を用いて常時 10 分毎に更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情

報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができ

る。 

(1) 「非常に危険」(うす紫)、「極めて危険」（濃い紫）：避難が必要とされる警戒

レベル４に相当 

(2) 「警戒」(赤)：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当 

(3) 「注意」(黄)：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認する

など、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当 

 

 

大雨警報（浸水害）

の危険度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領

域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予測を用い

エ 警報の種類と発表基準 

種 類 発 表 基 準 

気 

象 

警 

報 

[略] [略] 

大雨警報 

（備考２） 

（備考７） 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想され、次の条件に該当す

る場合 

大雨警報(土砂災害)は、高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒

レベル３に相当 

(1) [略] 

(2) 土壌雨量指数基準が 133以上と予想されるの場合（大雨警報（土砂災害）） 

[略] [略] 

高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生するおそれ

があると予想され、次の条件に該当する場合 

危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当 

(1) [略] 

[略] [略] 

洪水警報 

（備考３） 

（備考７） 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するお

それがあると予想され、次の条件に該当する場合 

高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当 

 

(1) 流域雨量指数基準が津軽石川流域24.2以上、豊間根川流域14.3以上、関口

川流域 9.4以上、織笠川流域 13.8以上の場合 

(2) 複合基準（表面雨量指数と流域雨量指数の組み合わせ）が織笠川流域（5, 

12.4）以上の場合 

[略] [略] 

注）備考１・備考２ [略] 

    備考３ 河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害が対象として挙げられる。 

 

備考４ 地面現象警報及び浸水警報は、その警報事項を気象警報に含めて行い、この警報の標題は用いな

い。 

 備考５ 大きな地震等が発生し、土砂災害などの二次災害が発生しやすいと認められる場合は、大雨警報

などの基準を暫定的に引き下げて運用することがある。 

〔気象警報発表基準等 岩手県地域防災計画 資料編 3-2-2〕 

備考６ [略] 

備考７ 大雨注意報の土壌雨量指数基準、洪水注意報の流域雨量指数基準及び複合基準は、総務省が定めた

「地域メッシュ」（約１km四方）毎に設定しているが、本一覧表では、土壌雨量指数基準については

市町村等の域内における最低値を、流域雨量指数基準及び複合基準については主要な河川における代

表地点の基準値を示す。 

種 類 概 要 

土砂キキクル（大雨

警報（土砂災害）の

危険度分布） 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域ご

とに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予

測を用いて常時 10 分毎に更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情

報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認することができ

る。 

(1) 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル

５に相当 

(2) 「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当 

(3) 「警戒」(赤)：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３

に相当 

(4) 「注意」(黄)：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当 

浸水キキクル（大雨

警報（浸水害）の危

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領

域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予測を用い

 

 

 

 

表記の適正

化 

 

基準値の更

新 

 

 

 

表記の適正

化 

 

 

 

表記の適正

化 

 

基準値の更

新 

 

 

 

 

 

表記の適正

化 

所要の修正 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災

計画の修正
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258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て常時 10 分毎に更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこ

で危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

 

 

洪水警報の危険度分

布 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）

の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で概ね１kmごとに５段階に色分け

して示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分毎に更新し

ており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認す

ることができる。 

(1) 「非常に危険」(うす紫)：避難が必要とされる警戒レベル４に相当 

(2) 「警戒」(赤)：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当 

(3) 「注意」(黄)：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認する

など、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当 

［追加］ 

 

 

流域雨量指数の予測

値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降雨によって、

下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。６時間先までの雨

量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり

流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水警報等の基準へ

の到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示したものを、常時 10 分毎に更

新している。 

[略] 

オ 特別警報の種類と発表基準 

種 類 発 表 基 準 

気 

象 

特 

別 

警 

報 

[略] [略] 

大雨特別警報 

(備考２) 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

予想され、次の条件に該当する場合 

(1) 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場

合 

 災害がすでに発生又は切迫している状況であり、命の危険があることから

直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５ 

[略] [略] 

高潮特別警報 

風や低気圧等による海面の異常な上昇が特に異常であるため重大な災害が

発生するおそれが著しく大きいと予想され、次の条件に該当する場合 

(1) 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予

想される場合台 

 避難が必要とされる警戒レベル４に相当 

[略] [略] 

地面現象特別警報  

(備考３) 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等により重大な災害が発生するおそ

れが著しく大きいと予想され、次の条件に該当する場合 

(1) 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、又

は数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予

想される場合 

注）備考1・備考２ [略] 

備考３ 地面現象特別警報は、気象特別警報に含めて発表するため、この特別警報の標題は用いない。 

 

備考４ [略] 

カ 気象予報・警報等の発表地域区分 

    [略] 

岩手県の地域細分 ［略］ 

険度分布） て常時 10 分毎に更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険

度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

(1) 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル

５に相当 

洪水キキクル（洪水

警報の危険度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）

の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１kmごとに５段

階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分

毎に更新しており、洪水警報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を

面的に確認することができる。 

(1) 「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル

５に相当 

(2) 「危険」(紫)：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当 

(3) 「警戒」(赤)：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３

に相当 

(4) 「注意」(黄)：ハザードマップによる災害リスクの再確認、避難に備え自らの

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当 

流域雨量指数の予測

値 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）

の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高まりの予測を、洪水

警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で示す情報。６時間

先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を常時10分ごとに更新している。 

[略] 

 

 

オ 特別警報の種類と発表基準 

種 類 発 表 基 準 

気 

象 

特 

別 

警 

報 

[略] [略] 

大雨特別警報 

(備考２) 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと

予想され、次の条件に該当する場合 

(1) 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場

合 

 災害が発生又は切迫している状況であり、命の危険が迫っているため直ち

に身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル５に相当 

[略] [略] 

高潮特別警報 

風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きいと予想され、次の条件に該当する場合 

(1) 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予

想される場合台 

 危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当 

[略] [略] 

地面現象特別警報  

(備考３) 

大雨等による山崩れ、地すべり等により重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいと予想され、次の条件に該当する場合 

(1) 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場

合 

 

注）備考1・備考２ [略] 

備考３ 地面現象特別警報は、「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。浸水警報の警報事項を含め

て行われる気象特別警報は、「大雨特別警報（浸水害）」として発表される。 

備考４ [略] 

カ 気象予報・警報等の発表地域区分 

    [略] 

岩手県の地域細分 ［略］ 

の伴う修正 

 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正 

所要の修正 

 

 

 

表記の適正

化 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

所要の修正 
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頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ～④ [略] 

(2) ・(3) [略] 

(4) 町の措置 

① [略] 

② 町本部長は、気象特別警報を受領した場合は、直ちに、その内容を地域内の住民、団体等に周知するとと

もに、その内容を関係機関に通知する。 

③～⑥ [略] 

２ 異常現象発生時の通報 

(1) [略] 

(2) 町本部長等の通報先 

[略]  

種 類 担当機関 通報を要する異常現象の内容 

水防に関するもの 
沿岸広域振興局（宮古土木セ

ンター）、県総合防災室 
県の管理に属する河川に係るもの 

気象、地象、水象に関

するもの 

盛岡地方気象台、 

県総合防災室 
気象、地象、水象に係るすべてのもの 

その他に関するもの 県総合防災室 
国又は県の予防等の措置が必要と認めら

れるその他の現象 

 

異常現象の通報、伝達経路 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 異常現象の種類 

[略]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ～④ [略] 

(2) ・(3) [略] 

(4) 町の措置 

① [略] 

② 町本部長は、気象特別警報を受領又は自ら知った場合は、直ちに、その内容を地域内の住民、団体等に周

知するとともに、その内容を関係機関に通知する。 

③～⑥ [略] 

２ 異常現象発生時の通報 

(1) [略] 

(2) 町本部長等の通報先 

[略]  

種 類 担当機関 通報を要する異常現象の内容 

水防に関するもの 
沿岸広域振興局（宮古土木セ

ンター）、県防災課 
県の管理に属する河川に係るもの 

気象、地象、水象に関

するもの 

盛岡地方気象台、 

県防災課 
気象、地象、水象に係るすべてのもの 

その他に関するもの 県防災課 
国又は県の予防等の措置が必要と認めら

れるその他の現象 

 

異常現象の通報、伝達経路 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 異常現象の種類 

[略]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正

（災対基本

法の表記と

整合） 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 

 

般 

 

町 

 

民 

釜石海上保安部 

宮古海上保安署 

山田町 

宮古警察署 

山田交番 

岩手県警察本部 

盛岡地方気象台 

県沿岸広域振興局 

宮古土木センター 

県復興防災部 

 

 

関     

 

係   

 

機   

 

関 

河川課 

［気象、地象、水象に関するもの］ 

［すべての異常現象に関するもの］ 

［水防に関するもの］ 

 

 

一 

 

般 

 

町 

 

民 

釜石海上保安部 

宮古海上保安署 

山田町 

宮古警察署 

山田交番 

岩手県警察本部 

盛岡地方気象台 

県沿岸広域振興局 

宮古土木センター 

県防災課 

 

 

関     

 

係   

 

機   

 

関 

河川課 

［気象、地象、水象に関するもの］ 

［すべての異常現象に関するもの］ 

［水防に関するもの］ 
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頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図１  気象予報・警報等等伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図１  気象予報・警報等等伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正

（表記の適

正化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 

１ ※は、警報発表及び解除のみ。 

２ 気象予報としての注意報については、内容により発表機関及び伝達機関においてこの系統図に示す通報機関のうち必要と認める機関にのみ通報す

る。 

３ 通報伝達の順位は、予測される災害に対する直接の防災関係機関への伝達系統を優先するものとする。 

４ 

 
線及び

 
線は、総合防災情報ネットワーク及び防災行政無線 

５ 二重枠で囲まれている機関は、気象業務報施行令第８条第１号の規定に基づく法定伝達先。 

６ 

 
線及び

 
線は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路。 
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頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図２  土砂災害警戒情報伝達系統図 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図２  土砂災害警戒情報伝達系統図 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正

（表記の適

正化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県県土整備部 

（砂防災害課） 
盛岡地方気象台 

共同発表 

報道機関 

岩手県警察本部 

（警備課・通信指令課） 

岩手河川国道事務所 

（調査第一課） 

釜石海上保安部 

（警備救難課） 

岩手県復興防災部 

（防災課） 

山田町 

山田消防署 

消防防災課 

沿岸広域振興局 

関係出先機関 

陸上自衛隊岩手駐屯地 

（東北方面特科連隊第２科） 

三陸鉄道株式会社 

（運行本部） 
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頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図３  県知事の行う水防警報・特別警戒水位情報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図３  県知事の行う水防警報・特別警戒水位情報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正

（表記の適

正化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田町 

放送 

宮
古
土
木
セ
ン
タ
ー 

岩
手
県
県
土
整
備
部
河
川
課 

東北地方整備局 
地域河川課 

三陸国道事務所 
管理課 

盛岡地方気象台 

三陸鉄道（株） 
運行本部 

陸上自衛隊岩手駐屯地 

岩手県警察本部 宮古警察署 山田交番・駐在所 

岩手県保健福祉部 

保健福祉企画室 

日本赤十字社 

岩手県支部 

岩手県防災課 

岩手県農村建設課 

報道機関 

水
防
団
（ 

消
防
団 

） 

町
民 
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頁 現行（令和５年２月） 修正案（令和６年２月） 備 考 

269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図４  火災警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 火災警報は、宮古地区広域行政組合管理者が気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき発する。 

 

 

 

第９節 水防活動計画 
第１ 基本方針 

(1) 洪水又は高潮による水災を警戒、防ぎょし、被害の軽減を図る。 

(2)・(3) [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

[略] 

第３ 実施要領 

(1)  洪水又は高潮による水災を警戒し、防ぎょし、これによる被害を軽減するための水防活動は、水防法第

33条第１項の規定に基づく「山田町水防計画」に定め、これに従い実施する。 
その活動内容は、次のとおりである。 

[略] 

 

 

別図４  火災警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 火災警報は、宮古地区広域行政組合管理者が気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 水防活動計画 
第１ 基本方針 

(1) 洪水、内水、津波又は高潮による水災を警戒し、防ぎょし、及びこれによる被害の軽減を図る。 

(2)・(3) [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

 [略] 

第３ 実施要領 

(1) 洪水、内水、津波又は高潮による水災を警戒し、防ぎょし、及びこれによる被害を軽減するための水防活

動は、水防法第33条第１項の規定に基づく「山田町水防計画」に定めるところにより実施する。 

その活動内容は、次のとおりである。 

[略] 

 

 

所要の修正

（表記の適

正化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正 

 

 

県地域防災

計画の修正

の伴う修正 

 

 

 

消防車、掲示板、旗 

防災行政無線 

放送 

宮古地区広域行政組合 

山田消防署 

山田町役場 

関係官公署・事務所 

消防団 

報道機関 

町 
 

 
 

民 
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頁 現行（令和５年２月） 修正素案（令和６年 月） 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 林野火災対策計画 

第１節 予防対策 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 林野火災防止対策の推進 

【農林課、消防防災課】 
１～３ [略] 

４ 各関係機関別の実施事項 

実 施 機 関 実  施  事  項 

盛岡地方気象台 
１ 暴風警報・強風注意報・乾燥注意報・火災気象通報等気象情報の迅速

な伝達と周知の徹底 

[略] [略] 

 

第２節 応急対策 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領  

１ 通報連絡体制 

防災関係機関における通報連絡は、次により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 林野火災対策計画 

第１節 予防対策 

第１ 基本方針 

[略] 

第２ 林野火災防止対策の推進 

【農林課、消防防災課】 
１～３ [略] 

４ 各関係機関別の実施事項 

実 施 機 関 実  施  事  項 

盛岡地方気象台 
１ 暴風警報・強風注意報・乾燥注意報・火災気象通報等気象情報の発表

及び迅速な伝達と周知の徹底 

[略] [略] 

 

第２節 応急対策 

第１・第２ [略] 

第３ 実施要領  

１ 通報連絡体制 

防災関係機関における通報連絡は、次により行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災計

画の修正の伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正

（表記の適正

化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発見者 消 

防 

機 

関 

県（防災課） 
消防庁 
(応急対策室) 

陸上自衛隊 

岩手駐屯地 

関係行政

機関（森林

管理署等） 

消防学校（防災センター） 

警察本部 

県関係各課 

広域振興局 

防災航空センター 隣接市町村 

森林組合等 

警察署 

発見者 消 

防 

機 

関 

県（復興防災

部） 

消防庁 
(応急対策室) 

陸上自衛隊 

岩手駐屯地 

関係行政

機関（森林

管理署等） 

消防学校（防災センター） 

警察本部 

県関係各課 

広域振興局 

防災航空センター 隣接市町村 

森林組合等 

警察署 
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頁 現行（令和５年２月） 修正素案（令和６年 月） 備 考 

 

 

 

 

 

 

298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 農畜産物災害対策計画 

第１節 予防対策 

第１ 基本方針 

農作物及び畜産物の気象災害を最小限に防止するため、気象の長期予報及び注意報等の迅速な伝達を図るととも

に、作付け当初からの安定技術の普及を進める。 

第２ 予防対策 

【農林課】 
 (1) 気象災害を最小限に防止することに重点を置き、次の対策を実施する。 

対 策 内  容 

冷害防止対策 

(1) 耐冷性品種の導入 

(2) 地域の気象条件に合ったきめ細かな品種配置、作期策定の適正化 

(3) 育苗技術、適正水管理等の指導徹底 

(4) 長期予報の伝達の徹底 

[略] [略] 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 農畜産物災害対策計画 

第１節 予防対策 

第１ 基本方針 

農作物及び畜産物の気象災害を最小限に防止するため、気象の季節予報及び注意報等の迅速な伝達を図るとと

もに、作付け当初からの安定技術の普及を進める。 

第２ 予防対策 

【農林課】 
 (1) 気象災害を最小限に防止することに重点を置き、次の対策を実施する。 

対 策 内  容 

冷害防止対策 

(1) [略] 

(2) [略] 

(3) [略] 

(4) 季節予報の伝達の徹底 

[略] [略] 

[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県地域防災計

画の修正の伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

所要の修正 
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頁 現行（令和５年２月） 修正素案（令和６年 月） 備 考 

308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 原子力災害対策計画 

第３節 災害応急対策計画 

第１ 活動体制計画 

[略] 

第２ 特定事象発生情報等の伝達計画 

１・２ [略] 

３ 実施要領 

(1) 伝達系統 

特定事象発生情報等及び内閣総理大臣等による指示の通報機関及び伝達系統は、特定事象発生情報等伝達系統

図は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 原子力災害対策計画 

第３節 災害応急対策計画 

第１ 活動体制計画 

[略] 

第２ 特定事象発生情報等の伝達計画 

１・２ [略] 

３ 実施要領 

(1) 伝達系統 

特定事象発生情報等及び内閣総理大臣等による指示の通報機関及び伝達系統は、特定事象発生情報等伝達系

統図は次のとおりである。 
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国 

（内閣総理大臣） 

（原子力災害対策本部長） 

（原子力規制委員会） 

 

国 

（内閣総理大臣） 

（原子力災害対策本部長） 

（原子力規制委員会） 

頁 現行（令和５年２月） 修正素案（令和６年 月） 備 考 

318 

 

 

 

【特定事象発生情報等伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１           は、原災法の規定による内閣総理大臣等による指示 

   ２     は、総合防災情報ネットワーク及び防災行政無線 

 

[略]  

 

【特定事象発生情報等伝達系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１           は、原災法の規定による内閣総理大臣等による指示 

   ２     は、総合防災情報ネットワーク及び防災行政無線 

 

 

 

 

 

 

 

 

[略]  

 

 

 

所要の修正

（表記の適正

化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原
子
力
事
業
者 

岩手県知事 

（防災課） 
関係課 

消防本部 

広域振興局等 
関係 

出先機関 

 

 

 

 

市町村 

岩手県警察本部 

（警備課・通信指令課） 

ＮＨＫ盛岡放送局 

（放送部） 

放
送 

各警察署 交番・駐在所 

 

住民 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関並びに公共的団体 

及び防災上重要な施設の管理者 

 

各漁業用 

海岸局 

宮古海上保安署 

釜石海上保安部 

（警備救難課） 

八戸海上保安部 

（警備救難課） 
各漁業用 

海岸局 

在港船 

在港船 

在港船 

（
指
示
機
関
） 

（
通
報
機
関
） 

報道機関 

原
子
力
事
業
者 

岩手県知事 

（復興防災部） 
関係課 

消防本部 

広域振興局等 
関係 

出先機関 

 

 

 

 

市町村 

岩手県警察本部 

（警備課・通信指令課） 

ＮＨＫ盛岡放送局 

（放送部） 

ＩＢＣ岩手放送局 

（報道部） 

テレビ岩手 

（報道部） 

岩手めんこいテレビ 

（報道部） 

岩手朝日テレビ 

（報道制作部） 

エフエム岩手 

（放送部） 

放
送 

各警察署 交番・駐在所 

 

住民 

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関並びに公共的団体 

及び防災上重要な施設の管理者 

 

各漁業用 

海岸局 

宮古海上保安署 

釜石海上保安部 

（警備救難課） 

八戸海上保安部 

（警備救難課） 

各漁業用 

海岸局 

在港船 

在港船 

在港船 


